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令和２年第４回苓北町議会臨時会会議録（第１日目） 

 

 令和２年第４回苓北町議会臨時会は、令和２年５月１４日苓北町議会議場に招集され

た。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  山口 利生          ２番  野田 謙二 

    ３番  廣田 幸英          ４番  髙戸 幸雄 

    ５番  松本 良人          ６番  石田 みどり 

７番  浜口 雅英          ８番  野﨑 幸洋 

９番  山本 政人         １０番  倉田  明 

１１番  田嶋 豊昭（副議長）    １２番  錦戸 俊春（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  龍 岡   学     書    記  田 中 めぐみ 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  山 﨑 秀 典 

教 育 長  濵 﨑 敏 和     総 務 課 長  尾 脇 宣 宏 

税務住民課長  吉 本 英 明     企画政策課長  錦 戸 雅 志 

教 育 課 長  福 田 誠 一     土木管理課長  汐 﨑 正 喜 

農林水産課長  宮 﨑 良 成     商工観光課長  西 川 文 孝 

水道環境課長  田 尻   悟     福祉保健課長  本 田   保 

健康増進室長  田 尻 康 彦     会 計 課 長  松 村 保 則 
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８．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件 

日程第 ３ 承認第 １号 専決処分の承認について 

専決第 １号 令和元年度苓北町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ４ 承認第 ２号 専決処分の承認について 

専決第 ２号 苓北町税条例等の一部を改正する条例 

日程第 ５ 承認第 ３号 専決処分の承認について 

専決第 ３号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 承認第 ４号 専決処分の承認について 

専決第 ４号 苓北町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の承認について 

専決第 ５号 令和元年度苓北町一般会計補正予算（第８号） 

日程第 ８ 承認第 ６号 専決処分の承認について 

専決第 ６号 令和元年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号） 

日程第 ９ 承認第 ７号 専決処分の承認について 

専決第 ７号 令和元年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

日程第１０ 承認第 ８号 専決処分の承認について 

専決第 ８号 令和元年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１１ 承認第 ９号 専決処分の承認について 

専決第 ９号 令和元年度苓北町下水道特別会計補正予算（第４号） 

日程第１２ 承認第１０号 専決処分の承認について 

専決第１０号 令和元年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第３号） 

日程第１３ 承認第１１号 専決処分の承認について 

専決第１１号 令和２年度苓北町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第３７号 苓北町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１５ 議案第３８号 令和２年度苓北町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第３９号 令和２年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１７ 報告第 １号 議員定数等調査特別委員会調査中間報告について（委

員長報告） 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（錦戸俊春君） おはようございます。 

 只今の出席議員は、１２名です。定足数に達しておりますので、只今から、令和２年

第４回苓北町議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、４番、髙戸幸雄

君、５番、松本良人君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期決定の件 

○議長（錦戸俊春君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日限りと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 承認第１号 専決処分の承認について 

      専決第１号 令和元年度苓北町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第３、承認第１号、専決処分の承認について、専決第１号、

令和元年度苓北町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第１号、令和元年度苓北町一般会計補正予算（第７号）の

専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年度苓北町一般会計補正予算を令

和２年３月２７日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告

し、ご承認をお願いするものでございます。 

 これは、新型コロナウイルス感染症発生により、小中学校臨時休校に伴う小学生の学

童保育受け入れに係る子ども・子育て支援交付金事業補助金を増額補正する必要が生じ

ましたが、議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をいたしたものでございます。 
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 内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご承認の

ほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） 令和元年度苓北町一般会計補正予算（第７号）の内容

について、ご説明いたします。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２５３万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を４９億１,２３９万３,０００円とするものでございます。 

 ６ページをお願いします。 

歳入です。款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金、節２児童福

祉費補助金は、新型コロナウイルス感染症発生による感染拡大防止のため、町内小中学

校を臨時休校したことに伴う小学生の学童保育受け入れのため、町内６保育園を３月２

日から春休み前の３月２４日までのうち、１４日開所したことによる子ども・子育て支

援交付金事業補助金（放課後児童健全育成分）の２５３万６,０００円を増額するもの

です。 

７ページをお願いします。 

歳出です。款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節１３委託料は、先

に説明いたしました新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町内保育所、学童保育開

所に伴う放課後児童健全育成事業委託金２５３万７,０００円を増額するものです。 

８ページをお願いします。 

款１３予備費、項１予備費、目１予備費は、７ページの放課後児童健全育成事業委託

金２５３万７,０００円に対し、歳入の国庫補助金が１,０００円未満端数切捨てにより

２５３万６,０００円で交付されるため、予備費を１,０００円を減額し、財源調整を行

うものです。 

以上で、苓北町一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第１号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 承認第２号 専決処分の承認について 

      専決第２号 苓北町税条例等の一部を改正する条例 

○議長（錦戸俊春君） 日程第４、承認第２号、専決処分の承認について、専決第２号、

苓北町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第２号、専決処分の承認について、苓北町税条例等の一部

を改正する条例をご説明いたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、苓北町税条例等の一部を改正する条例を

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し、承認をお願いす

るものでございます。 

 本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地

方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）及び地方税法施行規則

の一部を改正する省令（令和２年総務省令第２１号）が、令和２年３月３１日付けでそ

れぞれ公布されたことにより、苓北町税条例等の一部を改正し、令和２年４月１日から

施行する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をいたし

たものでございます。 

 なお、改正の内容につきましては、税務住民課長から説明いたさせますので、よろし

くご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 承認第２号、苓北町税条例等の一部を改正する条例の

内容について、ご説明いたします。 

 次の次のページ、条例本文の１ページ目をお願いいたします。 

 令和２年苓北町条例第１５号。 

苓北町税条例等の一部を改正する条例。 

 今回の条例改正につきましては、先程町長から説明がありましたとおり、地方税法等

の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一

部を改正する省令が、令和２年３月３１日にそれぞれ公布され、原則として同年４月１

日から施行されることとなりました。 

これらの法令は、令和２年４月１日から施行されるもののほか、令和２年１０月１日
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から令和４年１月１日までの期間に、４つの施行日が設けられております。このため、

今回、令和２年３月３１日付けで専決処分をいたしましたものは、令和２年４月１日か

ら施行する条文のみを対象として、苓北町税条例等の一部改正を行ったものであります。 

それでは、改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対

照表の１ページをお願いいたします。 

はじめに、令和２年度の地方税制のうち、専決処分に係る部分の主な改正概要を申し

上げます。 

固定資産税に係る税制改正において、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の

課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に、賦課徴収

に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設、及び固定資産の使用者を所有

者とみなして課税することができる制度の拡大が行われております。 

このほか個人住民税、たばこ税においても見直しが行われておりますが、施行日が令

和２年１０月１日以降のため、今後の議会に上程したいと考えております。 

それでは、主な改正事項についてご説明いたします。 

新旧対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、下線部分が今回改正されたもので

ございます。なお、法律改正にあわせた項ずれや字句の整備、改元対応につきましては、

説明を省略させていただきます。 

１ページ、第１条による改正、第３６条の３の２及び第３６条の３の３は、個人町民

税の扶養親族等申告書において、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に

該当する場合において、その旨の記載を不要とするものです。 

２ページをお願いします。 

第５４条は、固定資産税の納税義務者等において所有者不明土地等に係る固定資産税

の課税上の課題に対応するため、法規定の新設にあわせて新設及び規定の整備が行われ

たものです。調査を尽くしても所有者が１人も明らかにならない資産について、使用者

がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定が新設されました。 

４ページをお願いします。 

第７４条の３は、固定資産税の現所有者の申告について法規定の新設にあわせて新設

されたものです。登記又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録がなされている個

人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることがで

きる規定が新設されました。 

５ページをお願いします。 

第９６条は、たばこ税の課税免除について課税免除の適用に当たって必要な手続きの

簡素化を行うものです。 

６ページをお願いします。 
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ここからは制定附則となります。 

第８条は、個人町民税において肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用

期限を３年延長するものです。 

７ページをお願いします。 

第１０条の２は、固定資産税のわが町特例として、課税標準の特例措置を行うもので

す。法律改正にあわせ、第２項及び第６項が削除され、新たに第９項として、「特定水

力発電設備」に関する固定資産税の課税標準の特例割合を定めております。 

１１ページをお願いします。 

第１７条の２は、個人町民税において優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を３年延長するものです。 

１２ページをお願いします。 

ここからは、改正附則になります。 

第２条による改正から１６ページ、第５条による改正まで改元対応による改正になり

ます。 

１６ページをお願いします。 

第６条による改正は、個人町民税において単身児童扶養者を非課税措置の対象に加え

る改正規定を削る措置による条文及び項ズレの措置を行ったものであります。 

恐れ入りますが、条例本文の５ページ、５／６と表示されているページへお戻りくだ

さい。 

附則としまして、第１条、施行期日としまして、この条例は、令和２年４月１日から

施行するものでございます。 

また、第２条で町民税に関する経過措置を、第３条で固定資産税に関する経過措置を

それぞれ規定しております。 

以上が苓北町税条例等の一部を改正する条例の内容でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） 小さいことか大きいことかわかりませんけれども、この文章の

あり方ですね、例えば、６の１、真ん中ぐらいにあっとですが、いろいろありますけれ

ども、例えば、真ん中の条第４項中「によっても」「によりに」とかですね、「におい

ては」とかを「には」に改正するとかなんかがありますね、小さいやつが。日本語の難

しさの云々というのがこの前出ましたけれども、こういったことは意味があるわけです

かね。これ国が云々じゃなくて、国はいろいろな形で変えておりますが、国が変えたか
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らといって町は変えんちゃよかと私は思いますけれども、これだけの小さいこと、その

根本的に確かに今回はですね、意味が全く違うやつがあります。しかし、全く意味が同

じやつの文章だけを今まではそういったことでやってきとったのができないようになっ

たとかいうのがあっているように感じますけれども、例えば、前回、もう「の有り」と 

「の無し」でかなり論議をいたしましたけれども、そこら辺はこれだけの紙、全国的に

何千という市町村があるわけですが、紙から、職員の労力からしたらたいしたもんじゃ

なかろうかなと思うわけですが、そこら辺の兼ね合いを教えてください。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 改正の文言につきましてのご指摘でございますけども、

私どもとしましては、国等の準則に準じたところでの改正を行っておりますので、それ

に従わせていただいたということになります。 

○議長（錦戸俊春君） 松本良人君。 

○５番（松本良人君） 仮にですよ、国が例えば、そこちょっとそこの真ん中のほうの

ちょっと下のほうに、同条第５項中、「によって」というものを「により」に変えると

いうことがございますね。「によって」と「により」てどう違うのかと。私たちは中学

しか出ておりませんので、細かいことはわかりませんけれども、これは今までこれで通

ってきたやつが今後通らんというのは、私はおかしいんじゃなかろうかなと。今、安倍

政権になっていろいろありますね。廃棄をしたり、１年で廃棄がどうのこうのてもう極

端に付け足すことがいっぱいありますけれども、そこら辺をどう町として思っている。

ただ上がこういったから変えるということですか。そうしたならば、先程私２回になる

と思いますけれども、莫大な経費がいっとじゃなかろうかなと、日本中こういった形に

したらですね。そこら辺を言ってるわけですが、極端に意味が違うとなら変えないかん。

ばってん、長年やってきておったのをこういったことがいいから、解釈は同じだが文章

がこういったことが格好よかと、早くこういったことに変えるとちゅうのをかなり何か

おかしい、私たちから言えばですね、一般の町民から見ればおかしいんじゃなかか、お

かしいちゃちょっとですね、無駄じゃなかろうかなというような気がするわけですが、

よかったら答弁をお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 同じ内容になるかと思うんですが、字句の整備という

ことで、法律上の言い回しとか、そういった感じでは、ちょっと今の時点ではふさわし

く、言い回しという観点からのあわせたところの文言の整備だと思われますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、山口利生君。 
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○１番（山口利生君） 条例改正の５番で第１条の５項ですね、法第３４３条第５項に

規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の所在が不明である場合、現所有者に課

税をするというふうな項目が新たに新規で出ております。また、現所有者がそれを知っ

た場合、３カ月以内に町長に出すと、書類を提出すると。で、提出しない場合は１０万

円の過料に処すというようなことになっておりますが、まず１点、町内においてですね、

このような事例等を、多分条例改正するとした場合は、もう既に把握をされていらっし

ゃるかと思いますが、どのくらいの件数があって、また、内容についてですね、詳しく

はないとしても、どのような事例が存在するのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 固定資産税関係になります。事例としましては、２件

ございまして、相続人等の確定ができない課税物件が２件ございます。その方々につき

ましては、納付書等がお送りをできませんので、公示送達ということで対応をさせてい

ただいております。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） ２件以外にはないんですね。相続人がいなくて現に土地があっ

て、それをどういう経緯かわかんないまでも、その相続人じゃない方が使用されていて、

そういった場合も税金を納入されてればこの案件には当たらないということなのか。 

 それと、今公示送達を出すと、公示送達を受けてから３カ月以内に町のほうに申請書

ですか、これの１７の４に書いてある現所有者の申告という手続きに入ると。これ１７

の４ですね、新旧対照表見ますと、町が指定した事項を記載した申告書を町長に提出し

なければならないといった、これの起算日は、公示送達が届いた日ということになるの

か。その点を教えてください。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 第７４条の３の部分につきましては、所有されている

方が、現に今所有されている方がお亡くなりになられたと、公示送達とはちょっと別件

でですね、今所有されている方がお亡くなりになられて相続が発生しますので、そのこ

とになりますので、今所有されている方が亡くなられた分ということになります。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） すみません、ちょっと私も意味がよくわかんないんですが、亡

くなったあと相続は、当然だれが相続するかということで、相続人間の調整があった上

で、まあ土地とか建物についてはだれかを相続人として登記するということになろうか

と思うんですが、その場合は、ここで言うその所有者の存在が不明である場合、その所

有者をみなしてといった場合にですね、いろんな調査をしてもなおその所有者がいない
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といった場合だと思うんですよね。まだ亡くなってすぐ相続をすぐは、だれがどのくら

い相続するかというの非常に難しい問題があるので、今のように亡くなっての話なのか、

もう既に亡くなってもう何年もしてですね、相続人自体が孫までいくと。そのひ孫まで

いくというような事例がたくさんあろうかと思います。そういった場合に、所有者不明

のまま放っておかれるという状態になっているかと思うんですが、私はそれがこの案件

に入るのかなと思ってたわけですが、それよりももっと前に死亡したあと、早々にその

所有者を確定した上でその人に課税をするというようなことになるのかどうか、再度お

願いします。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） はい、ちょっとすみません、説明が、すみません。現

所有者につきましてはですね、文言上は賦課期日時点に限らず、所有者として登記又は

登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者

を指すということになっております。手続き上の話をさせていただきますと、所有者が

お亡くなりになられましたらば、次の納税義務者の方を私どもも把握する必要がござい

ますので、死亡届にお見えになられた後日の手続きの中でですね、この固定資産税はど

なたがお支払いをしていただけますかということで、相続人代表の方をですね、届を出

していただいて、現在、手続きをさせていただいているところです。その手続きでもっ

て今のこの条例の部分に変えることもできますけども、今回、条例を規定した内容につ

きましてはですね、相続機会の増加に伴って、おっしゃるとおり、所有者不明の土地が

今後も増加されるという見込みがありますので、そういった中で固定資産税の徴収がで

きないというような部分を防ぐために条例の規定をさせていただいたものですけども、

現実的な対応、私どもの対応としましては、相続人代表の方をある程度きちっと把握で

きておりますので、課税者を特定できないというケースはあまりございません。ただ、

昔あった案件でですね、どうしても相続人を特定できないというケースが２件ほどあり

ますので、こちらについては公示送達ということで手続きをさせていただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、ほかに質疑ありませんか。 

 はい、倉田 明君。 

○１０番（倉田 明君） 今、山口議員の質疑、また、執行部の答弁を十分にこう理解

できない私でございましたので、重複するかもしれませんけども、質問させていただき

ます。 

 今、課長の答弁の中で、固定資産の納税義務者が不明の方が２件あるということだっ

たでしょうか。それはわかりました。これはまたちょっと別の意味でお尋ねいたします
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けども、いわゆる納税義務者がいわゆるおってもですね、おられても任意で固定資産税

をある人に課けると、それはいわゆる２０年課けたら自動的に課けた人のいわゆる所有

権といいましょうか、譲渡がなるのかならないのか。その点の説明をよろしく、わかっ

ていたらお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 先程２０年間と、固定資産税を他人に代わって払われ

ていたら、自分の所有になるかというご質問だと思いますけども、すみません、ちょっ

と私のほうがその回答を持ち合わせておりませんので、ちょっとすみません、現時点で

お答えできません。申し訳ありません。 

○１０番（倉田 明君） はい、ならあとで個人的にお尋ねいたします。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第２号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 承認第３号 専決処分の承認について 

      専決第３号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（錦戸俊春君） 日程第５、承認第３号、専決処分の承認について、専決第３号、

苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第３号、専決処分の承認について、苓北町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例をご説明いたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し、承認

をお願いするものでございます。 

 本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地



 

－ 12 － 

方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）及び地方税法施行規則

の一部を改正する省令（令和２年総務省令第２１号）が令和２年３月３１日付けで公布

されたことにより、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正し、令和２年４月１日から

施行する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をいたし

た。 

 なお、改正の内容につきましては、税務住民課長から説明いたさせますので、よろし

くご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 承認第３号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の内容についてご説明いたします。 

 次の次のページ、条例本文をお願いいたします。 

 令和２年苓北町条例第１６号。 

苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 苓北町国民健康保険税条例（昭和４０年苓北町条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

 改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次のページをお

開きください。 

 今回の改正事項は、地方税法施行令等の改正に伴い、基礎課税額等に係る限度額につ

いて引き上げるとともに、減税対象となる所得の基準を引き上げるものでございます。 

 １ページ、第２条は、国民健康保険税の課税額を規定したもので、第２項で、加入者

の医療給付費分にあたる基礎課税額を、第３項で、７５歳以上の後期高齢者医療費を支

援する後期高齢者支援金等課税額を、第４項で、４０歳から６４歳までの加入者が負担

する介護納付金課税額の３つの区分について、課税額をそれぞれ規定しています。この

うち、今回は、第２項基礎課税額に係る課税限度額を現行の「６１万円」から「６３万

円」に、第４項介護納付金課税額に係る課税限度額を現行の「１６万円」から「１７万

円」にそれぞれ引き上げるものでございます。 

 第１５条は、国民健康保険税の減額を規定したものです。国民健康保険税は、第２条

の３つの課税区分ごとに、被保険者均等割額及び世帯別平等割額からなります応益割額

と、所得割額及び資産割額からなります応能割額の合計額によって課税されます。保険

税負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以下の場

合には均等割及び平等割からなります応益割に係る税につきまして７割、５割、２割の

軽減を行っているところです。 

 今回、第２条に規定する課税限度額の引き上げに伴い、中間所得層の被保険者の負担

に配慮するため、第２号、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、
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被保険者の数に乗ずべき金額を「２８万円」から「２８万５,０００円」に、第３号、

２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金

額を、恐れ入ります、２ページをお願いします。「５１万円」から「５２万円」にそれ

ぞれ引き上げ、減税額の拡大を行うものでございます。 

 以下は、附則になります。 

 第４項は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例を規定したものでござい

ます。法改正に合わせて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例が創設されたことによる規定の整備であります。 

 恐れ入りますが、２ページ前の条例本文へお戻りください。 

 附則としまして、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以下、改正後の国民健康保険税条例の適用区分について規定したものでございます。 

 以上が、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第３号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議がありますので、起立によって採決します。 

 本案のとおり可決することに賛成者の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（錦戸俊春君） 起立多数です。 

したがって、承認第３号、専決処分の承認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 承認第４号 専決処分の承認について 

      専決第４号 苓北町介護保険条例の一部を改正する条例 

○議長（錦戸俊春君） 日程第６、承認第４号、専決処分の承認について、専決第４号、

苓北町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第４号、専決処分の承認について、苓北町介護保険条例の

一部を改正する条例をご説明いたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、苓北町介護保険条例の一部を改正する条

例を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し、承認をお願

いするものでございます。 

本件につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する

政令の一部を改正する政令（令和２年政令第９８号）等が、令和２年３月３０日付けで

公布されたことにより、苓北町介護保険条例の一部を改正し、令和２年４月１日から施

行する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をいたした

ものでございます。 

 なお、改正の内容につきましては、福祉保健課長から説明いたさせますので、よろし

くご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（本田 保君） 承認第４号、苓北町介護保険条例の一部を改正する条

例の内容についてご説明いたしますので、恐れ入ります、次の次のページをお願いいた

します。 

 令和２年苓北町条例第１７号。 

 苓北町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 苓北町介護保険条例（平成１２年苓北町条例第１９号）の一部を次のように改正いた

します。 

 改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明をいたしますので、恐れいります、

次のページをお願いいたします。 

 新旧対照表でございます。今回の改正事項は、法令改正等に伴うもので、令和２年度

の６５歳以上の方々の介護保険料を改正するものでございます。 

 表の右側が改正前、左側が改正後で、下線部分が改正部分でございます。第４条の第

２項、同条第３項、同条第４項をそれぞれ改正いたします。 

補足説明をさせていただきます。 

 納付していただく介護保険料の段階が、所得に応じて９段階ございます。今回は、所

得の少ない順であります第１段階、第２段階、第３段階の方の介護保険料を改正するも

のでございます。まず、第１段階の方が２万４,７５０円から１万９,８００円に、第２

段階の方が４万１,２５０円から３万３,０００円に、 後に、第３段階の方が４万７,

８５０円から４万６,２００円に、令和２年度の６５歳以上の方の介護保険料を改正す

るものでございます。 
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恐れ入ります、前のページにお戻りをお願いいたします。 

附則といたしまして、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第４号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第４号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 承認第５号 専決処分の承認について 

      専決第５号 令和元年度苓北町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第７、承認第５号、専決処分の承認について、専決第５号、

令和元年度苓北町一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第５号、令和元年度苓北町一般会計補正予算（第８号）の

専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年度苓北町一般会計補正予算を令

和２年３月３１日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告

し、承認をお願いするものでございます。 

 これは、令和２年３月３１日までに確定いたしました地方譲与税、交付金、地方交付

税、国県支出金、町債等の歳入項目で 終調整の必要があったもの及び歳出項目におけ

る事業費確定による補正をする必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認

め、専決処分をいたしたものでございます。 

 なお、承認第５号以下、承認第１０号まで同様の提案をしております。特別会計では

事業費の確定及びそれに伴う会計間の繰り入れ、繰り出し等もございましたので、各特
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別会計につきましても、補正予算の専決処分をいたしております。 

 内容につきましては、企画政策課長及び担当課長から説明をいたさせますので、よろ

しくご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） 専決第５号、令和元年度苓北町一般会計補正予算（第

８号）の内容について、ご説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,７６５万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を４８億７,４７４万１,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、令和元年度における地方譲与税、地方交付税、補助金等の収入の確定

と各種事業の精算によるものでございます。また、繰越明許費の補正、地方債の補正が

主なものでございます。 

 主な点について説明をさせていただきます。 

６ページをお願いします。 

 「第２表 繰越明許費補正」、１、追加ですが、款１０災害復旧費、項１農林水産施

設災害復旧費、事業名、林道施設災害復旧事業に、森林基幹道苓北天草線の地すべり災

害復旧工事（その２）の増額変更見込みによる１,１００万円を追加するものでござい

ます。 

７ページをお願いします。 

 「第３表 地方債補正」、１、変更ですが、各事業の確定見込みにより起債限度額を

変更し、公共事業等債道路事業ほか３つの事業を合わせて２９０万円を減額変更するも

のです。 

 １０ペ－ジをお願いいたします。歳入です。 

款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、目１地方揮発油譲与税、節１地方揮発油譲

与税から、１８ペ－ジの款８地方特例交付金、項２子ども・子育て支援臨時交付金、目

１子ども・子育て支援臨時交付金、節１子ども・子育て支援臨時交付金までは、譲与税

及び交付金の確定によりそれぞれ減額及び増額するものです。 

 １９ページをお願いします。 

 款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税、節１地方交付税は、交付額確定

により特別交付税１,７６４万８,０００円の増額です。 

 ２０ページをお願いします。 

 款１０交通安全対策特別交付金、項１交通安全対策特別交付金、目１交通安全対策特

別交付金、節１交通安全対策特別交付金は、交付額の確定により１２万８,０００円の

減額です。 

２１ペ－ジをお願いします。 
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 款１１分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金、節２児童福祉費負担金は、

入所園児数の減及び保護者所得階層の変更による実績により、保育所入所児童保護者負

担金１４６万１,０００円の減額。 

 目２総務費負担金、節１情報化推進費負担金は、加入者増により苓北町有線テレビジ

ョン放送施設加入負担金及び苓北町ひかりネットワーク加入負担金合わせて７３万６,

０００円の増額です。 

 ２２ページをお願いします。 

 款１２使用料及び手数料、項１使用料、目３農林水産業使用料、節１漁港使用料から

目６教育使用料、節３志岐集会所使用料まで、各施設等使用料の確定により、各施設使

用料合わせまして６万８,０００円の減額です。 

 ２３ページをお願いします。 

 項２手数料、目２衛生手数料、節１犬登録手数料は、犬登録及び注射済票交付件数の

減により４万２,０００円の減額。 

目３農林水産業手数料、節１堆肥センター手数料は、下水道汚泥搬入量の減等により、

合わせて６１万３,０００円の減額です。 

２４ペ－ジをお願いします。 

 款１３国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、節２児童福祉費負担金

は、年度途中で入所した園児の年齢区分による額変更により、子どものための教育・保

育給付費国庫負担金１６万６,０００円の増額。 

 目３災害復旧費国庫負担金、節１公共土木施設災害復旧費国庫負担金は、河川災害復

旧工事の実績に基づき国の内示額が確定したことにより１３７万円の減額です。 

 ２５ページをお願いします。 

 項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節１個人番号カード等交付事業費補助金は、

交付実績に伴う個人番号カード交付事業費補助金及び同事業事務費補助金合わせて６６

万６,０００円の減額。 

 目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費補助金、プレミアム付商品券事業国庫補助金

は、利用枚数減により事業費及び事務費に係る補助金確定による２８５万１,０００円

の減額。節２児童福祉費補助金は、保育園の学童クラブ利用が見込みより少なくなった

ため、子ども・子育て支援交付金事業補助金（放課後児童健全育成分）の１４万２,０

００円の減額。 

 目３衛生費国庫補助金、節１保健衛生費補助金は、国庫補助金概算交付額確定による

風しん抗体検査国庫補助金４６万８,０００円の減額。 

 目６教育費国庫補助金、節１小学校費補助金は、公立学校情報通信ネットワーク環境

施設整備費補助金のうち、事務費に係る補助金が補助対象外となったことによる１１万
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６,０００円の減額です。 

 ２６ページをお願いします。 

 項３委託金、目２民生費国庫委託金、節１国民年金事務委託金から、目３教育費国庫

委託金、節１教育費委託金、人権啓発活動地方委託金まで各事務委託金確定により、合

計で４９万４,０００円の減額です。 

 ２７ページをお願いします。 

 款１４県支出金、項１県負担金、目１民生費県負担金、節２児童福祉費負担金は、年

度途中で入所した園児の年齢区分による額変更により、子どものための教育・保育給付

費県負担金３２万４,０００円の増額です。 

 ２８ページをお願いします。 

 項２県補助金、目１総務費県補助金、節１総務費補助金は、一般不妊治療費助成事業

の申請がなかったため、少子化対策総合交付金事業補助金１３万８,０００円の減額。

熊本県移住支援事業費補助金は、対象事業による移住実績がなかったため７５万円の減

額。熊本地震復興基金交付金（防災・安全対策）は、歴史資料館の「くまもとフリーＷ

ｉ－Ｆｉ」整備事業費確定により１万７,０００円の増額。 

 目２民生費県補助金、節１社会福祉費補助金は、民生委員協議会補助金から難聴児補

聴器購入助成事業補助金まで、各事業の実績に伴う補助金確定により合わせて８７万円

の減額。節３児童福祉費補助金は、放課後児童健全育成事業費の確定により１４万２,

０００円の減額です。 

 目３衛生費県補助金、節１保健衛生費補助金は、事業費確定により熊本県風しん予防

接種助成事業補助金７万２,０００円の減額。 

目４農林水産業費県補助金、節１農業委員会補助金は、事業実績により農地利用 適

化交付金２１万１,０００円の減額。節２農業費補助金は、事業実績により経営所得安

定対策推進事業費県補助金及び農業共済加入促進事業補助金合わせて４万１,０００円

の減額。 

目５商工費県補助金、節１商工費補助金は、天草市に委託している消費生活センター

負担金の支出減に伴う、熊本県消費者行政推進事業補助金３万７,０００円の減額及び

熊本地震復興観光拠点整備等推進事業交付金は、多言語音声ガイドシステム導入等事業

費確定に伴い１４万７,０００円の増額。 

目８災害復旧費県補助金、節１農林水産施設等災害復旧費補助金は、森林基幹道苓北

天草線災害復旧工事（その２）の地すべり災害復旧工事における補助対象分の変更見込

みに係る林道施設災害復旧費補助金９８２万円の増額です。 

 ２９ページをお願いします。 

 項３県委託金、目１総務費県委託金、節５選挙費委託金は、熊本県知事選挙執行事務
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費確定により２万３,０００円の増額です。 

 ３０ページをお願いします。 

 款１５財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入、節３物品等貸付収入は、苓

北町地域情報通信基盤施設の加入者増により貸付料１６０万１,０００円の増額。 

 目２利子及び配当金、節１利子及び配当金は、減債基金と坂本・藤本福祉基金利子額

の確定。また、九州電力株式会社配当金３０万円の増額も配当額の確定により、合計で

２７万９,０００円の増額です。 

 ３１ページをお願いします。 

 項２財産売払収入、目３生産物売払収入、節１堆肥売払収入は、堆肥の販売実績よる

６２万６,０００円の減額です。 

 ３２ページをお願いします。 

 款１６寄附金、項１寄附金、目１総務費寄附金、節１総務費寄附金は、広報れいほく

郵送料寄附金及びふるさとづくり寄附金とも寄附金の実績により、合計で７４万６,０

００円の減額です。 

３３ページをお願いします。 

 款１７繰入金、項２基金繰入金、目２減債基金繰入金、節１減債基金繰入金、減債基

金取り崩し２,１９０万円の減額から、目８苓北ふるさとづくり応援基金繰入金、節１

苓北ふるさとづくり応援基金繰入金、苓北ふるさとづくり応援基金取り崩し２２０万円

の減額までの７つの基金からの取り崩しを行わないこととしたため、合計で５,４５０

万円を減額するものです。 

 ３４ページをお願いします。 

 款１９諸収入、項５雑入、目１雑入、節２雑入は、天草広域連合に有償収入として搬

出している資源物について、有価引き受け量及び単価が減少したことにより６３万４,

０００円の減額。町有物件災害共済金は、役場庁舎太陽光発電設備ほか災害共済金１６

９万８,０００円の増額。天草ジオパーク推進協議会が令和元年度で解散したことに伴

う、苓北町分の返還金１８万９,０００円の増額。吟詠大会が令和元年度で終了したこ

とに伴い、会計残余金の収入２６万５,０００円の増額です。 

 目２過年度収入、節１民生費国庫負担金過年度収入と節２民生費県負担金過年度収入

は、平成３０年度分の障害者福祉費及び未熟児養育医療費等の事業費確定に伴う精算に

より、国庫負担金で２４０万５,０００円、県負担金で１１５万４,０００円をそれぞれ

増額するものです。節９土木費負担金過年度収入は、平成２８年度と平成２９年度に実

施した坂瀬川鶴地区の急傾斜地崩壊対策緊急改築事業の事業費確定に伴う精算により、

熊本県からの過年度収入として１８０万１,０００円の増額です。 

３５ペ－ジをお願いします。 
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 款２０町債、項１町債は、それぞれ事業費の確定見込みによる減額で、目２土木債、

節１道路橋梁債で、鴨田橋ほか道路事業の公共事業等債１０万円の減額。節３砂防債で、

富岡城内地区の単県急傾斜地崩壊対策事業の緊急自然災害防止対策事業債１７０万円の

減額。 

目３消防債、節１緊急防災・減債事業債で、町道釜線改良工事の緊急防災・減債事業

債４０万円の減額。 

目５災害復旧事業債、節２公共土木施設災害復旧事業債は、町河川災害復旧事業の災

害復旧事業債７０万円の減額です。 

 ３６ページをお願いします。 

 款２１環境性能割交付金、項１環境性能割交付金、目１環境性能割交付金、節１環境

性能割交付金は、交付金額確定により８０万７,０００円の減額です。 

３７ページをお願いします。 

歳出です。款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、執行見込みにより節８

報償費で、ふるさとづくり寄附謝礼品３５万円の減額、節９旅費で、普通旅費４５万円

の減額、節２５積立金で、減債基金利子積立２万４,０００円と苓北ふるさとづくり応

援基金積立６６万４,０００円の減額。森林環境譲与税基金積立は、令和元年度に交付

された森林環境譲与税２２３万円のうち、事業を執行しました１３２万円を差し引いた

残額の９１万円を森林環境譲与税基金に積み立てるものです。 

目２文書広報費の節９旅費から節１２役務費まで、執行見込みにより合わせて８万２,

０００円の減額。 

目５財産管理費は、町有物件災害共済金１６９万８,０００円の増に伴う財源区分の

変更です。 

目６企画費の節９旅費から節１２役務費までは、土地利用規制等対策費交付金の事務

費精算に伴う支出費目の変更です。 

 ３８ページをお願いします。 

 節１９負担金補助及び交付金は、苓北町離島航路運営費補助金で、航路事業者へ交付

される国の補助金確定増に伴い、苓北町補助金１８６万６,０００円を減額。移住支援

事業補助金は、熊本県移住支援事業による移住実績がなかったため１００万円の減額で

す。 

 目１０交通安全対策費は、歳入の交通安全対策交付金の１２万８,０００円減額交付

に伴う財源区分の変更です。 

 目１２庁舎管理費、節１１需用費は、役場庁舎の３月分電気料不足に伴う９万３,０

００円の増額。 

 目１４情報化推進費は、地域情報通信基盤施設貸付料等の増に伴う財源区分の変更で
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す。 

 目１５企業誘致対策費、節９旅費は、執行残額２５万９,０００円の減額です。 

３９ページをお願いします。 

 項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費、節１９負担金補助及び交付金は、

実績により、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金８８万１,０００円の減

額です。 

４０ページをお願いします。 

 項４選挙費、目４熊本県知事選挙費は、節１報酬の開票立会人報酬から節１３委託料

のポスター掲示場設置委託料まで、３月２２日に執行された熊本県知事選挙事務費精算

に伴う各費目の減額及び増額の補正です。 

 ４１ページをお願いします。 

項５統計調査費、目２指定統計費は、節１報酬の調査員報酬から節１２役務費の後納

郵便代まで、経済センサスほか３つの指定統計調査に係る事務費精算に伴う各費目の減

額及び増額の補正です。 

４２ページをお願いします。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費は、節７賃金の臨時雇賃金の１０

万４,０００円の減額から節１９負担金補助及び交付金のプレミアム付商品券事業負担

金１２６万７,０００円の減額まで、プレミアム付商品券事業精算による減額です。結

婚祝補助金は、実績により４組分４０万円の減額。苓北町社会福祉協議会車両購入補助

金は、共同募金配分金が増額となったため、町から社会福祉協議会への補助金５０万円

を減額。節２８繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金、出産育児一時金分と次のペー

ジの事務費分、合わせて精算により８８万４,０００円の減額です。 

 ４３ページの目２老人福祉費、節１９負担金補助及び交付金のやさしいまちづくり住

宅改造補助金は、申請がなかったため２０万円の減額。節２０扶助費は、養護老人ホー

ムの老人保護措置費の実績見込みにより５１４万１,０００円の減額。 

 目４介護保険事業費、節２８繰出金は、介護保険特別会計繰出金事務費分精算により

４９万１,０００円の減額。 

 目５後期高齢者医療費、節２８繰出金は、後期高齢者医療特別会計繰出金事務費分精

算により５万円の減額。 

目６障害福祉費、節１９負担金補助及び交付金、やさしいまちづくり住宅改造助成事

業費補助金は、申請がなかったため１０万円の減額。節２０扶助費は、実績により重度

心身障害者医療費助成と難聴児補聴器購入助成合わせて１１７万９,０００円の減額。

節２３償還金利子及び割引料は、平成３０年度の事業費確定に伴い、障害者総合支援事

業費補助金返還金６,０００円の増額です。 
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４４ページをお願いします。 

 項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節１３委託料は、保育園学童クラブ利用が見

込みより少なくなったため、放課後児童健全育成事業委託金４２万５,０００円の減額。

節１９負担金補助及び交付金は、実績により保育所運営費補助金６７３万５,０００円

の減額です。 

 ４５ページをお願いします。 

 項４国民年金事務取扱費、目１国民年金事務取扱費は、歳入の国民年金事務国庫委託

金の減額補正に伴う財源区分の変更です。 

 ４６ページをお願いします。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費は、歳入の少子化対策総合交付金

事業費補助金の減額に伴う財源区分の変更です。 

 目２予防費、節７賃金の臨時雇賃金から節１３委託料の風しん追加対策予防接種委託

料まで、風しんの追加予防対策事業精算に伴い、合わせて１０８万１,０００円の減額。 

 目３環境衛生費、節２８繰出金は、下水道事業費確定精算に伴う下水道事業特別会計

繰出金７４５万９,０００円の減額です。 

 ４７ページをお願いします。 

 項２清掃費、目２塵芥処理費、節１１需用費は、実績により、コンテナ代９万円及び

ごみ袋代６１万円等の消耗品費合わせて７０万円の減額です。 

 ４８ペ－ジをお願いします。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費、節１報酬は、実績により、農業

委員報酬１１万２,０００円と農地利用 適化推進委員報酬９万８,０００円の減額。 

 目３農業振興費、節８報償費は、イノシシ駆除謝金が実績により６５万の減額。節１

９負担金補助及び交付金の農業用廃プラスチック処理費補助金は、実績により６３万１,

０００円の減額。 

 目５農地費、節１１需用費は、実績により、農業用水管維持管理費２４万円と農道等

維持管理費３０万円の減額。節１９負担金補助及び交付金は、実績により、小規模土地

改良事業補助金から遊休農地解消対策補助金まで合わせて９７万９,０００円の減額。 

 目７堆肥センター管理費、節１１需用費は、実績により、電気料、修繕料合わせて１

７８万９,０００円の減額です。 

 ４９ペ－ジをお願いします。 

 節１３委託料は、実績により、堆肥センター攪拌機運転等業務委託料２１１万７,０

００円の減額。節１６原材料費は、堆肥の水分調整用バーク投入量の減により６１万９,

０００円の減額です。 

 ５０ページをお願いします。 
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 項２林業費、目１林業振興費、節１３委託料は、実績により、林地台帳整備業務委託

料３２万円の減額。 

 目２林道費は、森林環境譲与税の賃金への充当を外したことによる一般財源への財源

区分の変更です。 

 ５１ペ－ジをお願いします。 

 項３水産業費、目２漁港管理費、節１５工事請負費（単独分）は、志岐漁港臨港道路

連絡道路舗装工事の実績による５５万円の減額。 

 目３漁港建設費、節１５工事請負費（補助分）は、志岐漁港臨港道路整備工事の実績

による６２万円の減額です。 

 ５２ページをお願いします。 

 款６商工費、項１商工費、目２商工業振興費、節１９負担金補助及び交付金は、実績

により、天草市消費生活センター負担金５万２,０００円の減額です。 

 目３観光費は、地域づくり推進基金取り崩しほか財源充当変更による財源区分の変更

です。 

目４温泉センター管理費は、電気料リスク分担に係る温泉センター指定管理委託料８

万４,０００円の増額。 

 目５富岡城公園管理費は、歴史資料館入館料減に伴う財源区分の変更です。 

 ５３ページをお願いします。 

 款７土木費、項２道路橋梁費、目３道路新設改良費、節１３委託料は、実績により測

量設計委託料３２万円の減額。 

 目４橋梁維持費は、道路事業起債減額に伴う財源区分の変更です。 

 ５４ページをお願いします。 

 項３河川費、目１河川総務費、節１９負担金補助及び交付金は、富岡城内地区の急傾

斜地崩壊対策事業費減に伴う、熊本県への負担金１７０万円の減額です。 

 ５５ページをお願いします。 

 款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費は、苓北ふるさとづくり応援基金取り崩

し減額に伴う財源区分の変更です。 

 ５６ペ－ジをお願いします。 

 項２小学校費、目１学校管理費、節１報酬の特別支援教育支援員報酬から、節１９負

担金補助及び交付金の県器楽合奏コンクール出場補助金まで、実績により合わせて１９

１万１,０００円の減額。 

 目２教育振興費、節２０扶助費は、対象児童数の減により、要・準要保護児童就学援

助費３０万円の減額です。 

 ５７ページをお願いします。 
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 項３中学校費、目１学校管理費は、小中学校校舎改築基金取り崩し等の減による財源

区分の変更。 

 目２教育振興費、扶助費は、対象生徒数の減により、要・準要保護生徒就学援助費３

０万円の減額です。 

 ５８ページをお願いします。 

 項４社会教育費、目１社会教育総務費と目２公民館費及び目５志岐集会所管理費は、

財源区分の変更。 

 目３社会教育施設費、節１３委託料は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための合

宿受け入れ自粛要請に伴う、リスク分担分の苓北町町民総合センター等管理委託料７万

８,０００円の増額です。 

 ５９ページをお願いします。 

 項５保健体育費、目２学校給食費、節１報酬の調理員報酬から、節４共済費の社会保

険料等まで、実績により合わせて７０万４,０００円の減額です。 

６０ページをお願いします。 

 款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目２林道施設災害復旧費、節１

５工事請負費は、森林基幹道苓北天草線災害復旧工事（その２）の地すべり災害復旧工

事における補助対象分工事１,０００万円の増額と、それに付随する単独工事として９

０万８,０００円の増額です。 

６１ページをお願いします。 

 項２公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費、節１５工事請負費は、河川の

災害復旧工事執行残２２０万円の減額です。 

６２ページをお願いします。 

 款１公債費、項１公債費、目１元金は、減債基金取り崩しを減額したことによる財源

区分の変更です。 

 以上で、苓北町一般会計補正予算（第８号）の説明を終わります。 

 ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

 ここで１１時まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（錦戸俊春君） 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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 はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） ３４ページですね、雑入で吟詠大会事業残余財産収入が２６万

５,０００円出とりますけれども、これについて教えていただきたい。 

 それから、４８ページ、３の農業振興費でございますけれども、イノシシ駆除の謝金

マイナスの６５万円ありますが、頭数がどのくらいぐらい前年度に出たか。 

 それからですね、タヌキ、カラスの害がそうなあります。タヌキがもうどうもこうも、

もうしよんなかですが、これが、タヌキがどのくらいぐらい駆除があっとるか。それと

今後の見通しがどうなのか。カラスも一緒です。もうカラスは、今年はビワあたりがも

うやられよるですね、色のついったっと一緒に。 

 それから、ヒヨもですね、レタスの作付けされる方々からヒヨはまだ飛うでくっとや

ろかいとかいうことでですね、やっぱりレタスあたりがヒヨあたりにやられておると思

いますけれども、そこら辺の駆除の方法とか、前年度にあったら、あるいは頭数があっ

たら、羽数があったら教えていただきたい。 

 それから、今後の見通しを教えていただきたいなと思います。 

 それから、堆肥センターです。７のですね、４５０万円ぐらいの減額なっております

けれども、それ簡単によかですけれども、どういった理由でもう全体的に、電気料から

ですね、修繕費のほうから、委託料安なっとっとですが、理由を教えていただければな

と。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） では、先にイノシシの捕獲の関係で報告させていただ

きます。 

 イノシシの捕獲頭数につきましては、今年度実績が４８１頭です。平成３０年が５９

８頭でしたので、まあ２割ほど減っている状況でございます。天草管内のほかのところ

を調べてみましたけれども、天草市が平成３０年が６,０２４頭、令和元年が６,０９３

頭、ほぼ横ばい。上天草市が平成３０年が１,２３７頭で、令和元年が１,０１６頭で２

割ほど減少している。この減少の原因についてはちょっとわからないんですけども、本

町におきましては、約３０名の方で今捕獲にあたってもらっておりますが、年々高齢化

の状況もありまして、やっぱ捕獲についてはですね、箱罠の見回り等大変ですね、ご苦

労をかけておるところでございます。その辺の状況につきましては、今年度そのＩＣＴ

を使ってですね、捕獲をするということにですね、ちょっと検討をしたいということで

考えております。そんな中で、少しでもその労務軽減が図れてですね、捕獲頭数の増に

つなげていければと考えております。 

 あと、タヌキ、カラスの状況については、すみません、手元に資料がございませんの
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で、のちほどまた松本さん宛にご報告させていただければと思います。 

 それから、堆肥センターの管理費について、簡単に説明申し上げます。 

 まず、電気料の減ですけども、堆肥センターを発酵の状況をよくするためにですね、

ブロアを常に回しております。それを夏場は結構高温になりますので、ブロアを一時的

に中止する中でも発酵を進むということで、そのあたりで経費の節減を図ったというと

ころでございます。 

 次に、修繕料ですけども、これは重機車両、それから設備の修繕料をあげておりまし

たけども、通常のメンテナンスを適切にこなすということでですね、経費削減に努めた

ところでございます。 

 次に、委託料ですけども、農協のほうに人件費としてお支払いしておりますけども、

昨年途中でですね、正規職員さんが１名退職なされました。その分を臨時職員１名で対

応することにしており、現在、正職員３名、臨時職員１名で対応し、その分で約２００

万円の減額となったところでございます。 

 後に原材料費ですけども、これは水分調整用のバークでございます。昨年ですね、

だいぶこう牛糞量が落ちたというふうなこともあってですね、その辺でこのバークの使

用料も減額となったところでございます。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西川文孝君） ３４ページの吟詠大会事業の残余財産の収入でござい

ますけれども、第２５回まで開催をいたしまして、その部分に係る経費ということで、

消耗品とか賞品代の部分の 終的な残余金が合わせて２６万５,０００円ということで

ございます。 

それともう１点ですけれども、今年の２月のですね、２８日の日に実行委員会を開催

いたしまして、第２５回大会をもってですね、吟詠大会は終了するということで決定を

いたしました。ということで、 終的に精算をいたしまして、２６万５,０００円を町

の財政というかですね、会計のほうに繰り入れるという形になっております。 

○議長（錦戸俊春君） はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） もう吟詠大会は、それではもう前回限りで終了ということです

ね。せっかく全国とかいうことで、大々的な名前を売ってなされた事業だと思いますけ

れども、先細りになってしまったということですね。やはりこういったことはですね、

やはり町の吟詠に対する認識が不足しているんじゃなかったかなと、私は思います。ち

ゅうのが、例えば、グループでの吟詠大会の育成とか何かに欠けとっとじゃなかろうか

なと思います。そんときに、ここがやはり苓北町は、火の付いたらぽっと燃えますけれ

ども、それが先細りになってぽっと消えるというような傾向があります。そこら辺はで
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すね、やっぱり今後十分なですね、計画の基にやっていただければ、せっかく２５年続

いた全国的なことがですね、いきなりぽっとやめるということになれば、各全国的にも

楽しみにしておいでになる方々も、相当やっぱりおいでになったんじゃなかろうかと思

いますので、やはりそういった全国大会をやるということなれば、地域を盛り上げるよ

うなやっぱり活動をするとかですね、そういったことをやっぱりやっていただきたいな

と思っております。今後、やはりサッカーの問題とかいろいろあろうと思います。そう

いったことがございますので、線香花火にならんようにですね、ひとつ極力努力をして

いただきたいと、そのように思っております。 

 それから、害獣の駆除対策でございますけれど、確かにイノシシあたりにも、相当や

っぱり神経を使っておられると思いますけれども、ただタヌキ、カラスには案外無頓着

じゃなかろうかなと思っております。そこら辺もですね、タヌキ、やはりカラスという

のは、目に見えないようなことでも相当やっぱり被害が大きい。ぜひですね、これはイ

ノシシと同じような対策を講じていただきたい。イノシシは農作物だけでございますけ

れども、特にタヌキあたりはですね、やっぱり市街地までも及んでですね、やはり人的

な被害、病気とか何かの感染にも相当なやっぱり影響力があるんじゃなかろうかと思い

ますので、そこら辺もぜひ今年度あたりから力を入れて取り組んでいただければなと思

います。 

 それから、これはお願いですけれども、今、捕獲者の方々が数が減っておるというこ

とでございますが、やはり１回ですね、忘れてこう流した人がですね、もう１回試験受

けに行ってもなかなか通らんそうですよ。もう高齢化してですね。確かに、実働面はで

すね、県の指導者あたりよりも知っとるわけですが、ペーパーがなかなか通らん。それ

から、林務サイドあたりはもう官僚的な仕事をしておるもんですから、細部に渡っての

その地域がどう困っておるとか、あるいは書き方がどうのこうのというのは全く知らず

にですね、本当に頭の中で前任者のままというような仕事のやり方をしているようでご

ざいますので、もう少しですね、林務課あたり、あるいは県知事あたりを動かしていた

だいて、根の張った指導をしていただくようにお願いしておきます。 

 以上です。回答要りません。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 吟詠大会の件でご説明をしておきます。 

 まず、吟詠大会は、熊本県の名立たるそれぞれの流派の先生方の指導の下で、ずっと

続けてまいりましたが、その日程が、その方たちの日程にこの２、３年ですね、非常に

惑わされて、我々の日程がここでやりたいと思っても、流派の先生方の日程に合わせな

ければならなかったということで、ちょっとそれが１つ。 

 もう一つは、やはり高齢化で流派の先生方も高齢化、そして、出場を今までしておら
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れた方も高齢化で、出場者が極端に減ってきたということであります。それと併せて、

この地元でも教えておられた方がいらっしゃらなくなって、そして地元からの出演者も

皆無に近い状態になったと。そういうことでですね、定期的に開くには非常に困難な状

態になりましたので、２５回と長く続けてまいりましたが、そういう状況で今年からや

めるということになったところでございます。 

○議長（錦戸俊春君） はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） 私はそういった事情じゃなくてですね、やっぱり一旦取り込ん

だならば、地域が燃えんばいかんとじゃなかろうかなと。地域の指導をしてくださいと

いうようなことを、主力に申し上げたつもりでございます。意見が違う。私の言い方が

悪かったと思いますけれども、仮に、先生方とかどうのこうの予定はなくてもですね、

地域だけででも、やっぱり吟詠大会やろうというようなやっぱり取り組みがあってです

ね、全国大会、世界大会やっていかんばですね、その何かでぽっと燃えてぽっと消える

ようじゃったちゃいかん。やっぱり地域があってこそ、その取り組みがあるんだろうと

思います。特に吟詠あたりはですね、今介護保険あたりのいろんな問題も出ております

けれども、やっぱり腹式呼吸関係でですね、身体にも良いというふうに聞いております。

そこら辺も合わせて、ぜひやっていただければよかったんじゃなかろうかなと。仮に先

生方たちが来らんでも、ならほんなら苓北だけでやろうというようなことでもよかった

んじゃなかろうかと思いますので、そこら辺をですね、私は強調して言ったつもりでご

ざいますので、ちょっと言い方が違うとる、解釈が違うようでございますので、改めて

申し上げておきます。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） ３点ほどお伺いいたしたいと思います。 

 まず１点目ですが、今回の専決で林道災害復旧事業費の繰越明許費の専決が１,１０

０万円出ております。これに関連して、災害復旧費のほうで補正予算が１,０９０万８,

０００円、６０ページですが、ここに出ておりますが、明許繰越は、議会の事前承認が

必要ですよね。議会、明許繰越。事故繰越は当然到底してなかったもので、事故繰越が

発生した場合は、事後報告というふうになっておりますが、専決で明許繰越の設定とい

うのが、地方自治法可能なのかどうかを１点お聞きしたい。 

 それと、なぜ１,０００万円近くの補助事業が３月３１日、通常であれば３月補正ま

でわからなかったのかというのをお聞きいたしたいと思います。 

 それと、去年の専決に比べれば、件数が相当減っているんじゃなかろうかというふう

に見ますけれども、中には執行残の見込みで今回専決で落としているというような説明
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もちょっとありましたが、これだけの内容についてですね、通常であれば流用対応で必

要なものはとると。特に、ちょっと気になったのが、選挙関係の４０ページですけれど

も、事業費に３９万３,０００円を増して、ほかの費目をその分減額しているというよ

うな専決をされていますが、このような同じ事業の中であれば、流用対応で３月３１日

を待たなくてですね、本当に必要なものはもっと早く購入すべきであって、３月３１日

で必要になるような消耗品というのが何なのかというふうなこともあります。単に決算

をにらんでの専決というものは時間がかかる。また、それに伴って職員の業務量が増大

すると。特に今回はコロナ関係もあってですね、バタバタしている中での専決だったろ

うかと思いますが、本当に不要不急の専決というものは当然必要かと思いますが、それ

以外については、もう決算残というふうな形での処理が必要ではなかろうかと、これは

去年も言いましたが、もう少しやっぱり職員の業務の効率化というものを考えるべきで

はなかろうかと思いますので、この２点についての考え。 

 それと、先程松本議員のほうから堆肥センターの話がありましたが、堆肥センターの

堆肥の販売数量が６０万円程度減になっておりますが、これはどちらのほうの特別堆肥

なのか、普通堆肥なのか。目標に６０万円届かなかったのが、どちらだったのかについ

てお聞きいたしたいと思います。お願いします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） まず、２点お尋ねありましたので、繰越明許費につき

ましては、議会の議決が必要ではないかというところですけれども、補正は補正予算で

すので、本来ならば議会を開いてしていただくべきだと思いますけど、いとまがなかっ

たということで町長もありますけれども、そこにつきましては、判例ですね、を 終確

認をさせていただきたいというふうに思っております。 

 あと、事務費等の増減の部分については、流用で早急に対応してもよかったんじゃな

いかというふうなご質問であったかと思いますけれども、３月の議会終わってから、お

っしゃるように、流用で可能でもありますけれども、議会にお諮りしてというところも

ありましたので、承認をいただいてというところもありましたので、今後はもうその辺

も緊急にその必要であればですね、流用するということも、自治法上可能でありますの

で、柔軟に対応させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（錦戸俊春君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） 今回の繰越明許費の関係で回答させていただきます。 

 ６ページにあります１,１００万円の繰り越しですけども、これはさっき企画政策課

長から説明がありましたとおり、森林基幹道苓北天草線（その２）についての増額分で

ございます。この工事については、３月に事故繰越の承認を受けたところでございます

けども、財政法に事故繰越の規定につきましては、年度内に支出負担行為をなし、避け
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がたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものというふうな規定がございます。

今回の繰り越しにつきましては、現在、工事中でございまして、今後の工事の中で増額

の可能性が無きにしもあらずということで、その分を繰越承認を受けるものでございま

す。先程財政法のほうを説明しましたけども、この分については、まだ支出負担行為、

額が確定しておりませんので、支出負担行為がなされておりませんので、事故繰越とし

ては処理できないものでございますので明許繰越として計上させていただきました。 

 次に、堆肥の販売利用ですけども、今回、６２万６,０００円減額させていただきま

した。牛糞の搬入量がですね、だいぶ減ったこともあって、その分、堆肥の生産も減っ

たんですけども、当初計画から実績についてそれぞれ申し上げますと、普通堆肥が当初

計画が３３７トンに対して、実績で３１４トン、特殊堆肥が当初２４１トンの計画に対

しまして、実績で１９６トンでございます。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） 今、６ページの繰越明許費、これについてはもう少し、再度、

なぜ明許繰越費を議会の事前承認になっているのかということも併せてですね、検討し

てもらいたいと思います。これは、予算自体の執行の問題もあります。専決でこういう

繰越明許費を今回やむを得ないということであってもですね、それ自体がどうなのかと。 

 それと、先程災害復旧費の１,０００万円という大きな金額が、なぜ３月の議会中ま

でですね、わからなかったのかということを教えてもらいたい。そんなに事前に災害復

旧というのは査定があった後でですね、幾らというのが決定されると思います。その１

工事は、相当議会の中でもいろんな質問等も出てですね、進んでいましたが、その２工

事自体は、その後の舗装工事とかでですね、一般のものであるということであまり問題

なかったんですが、１,０００万円という高額な補正追加というのであれば、何らかの

事情が新たに発生したのかどうかということもあって、質問いたしました。やはり災害

復旧というのは、あとあと人命にも大きな事柄にもなりますので、その点もう少し教え

ていただきたい。 

 堆肥の内訳はわかりました。その点をお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） はい。繰越明許費の補足の説明をさせていただきます

と、１,１００万円のこの明許の額というのは、工事費としてはまだ全然確定した額で

はございません。現在、工事中でございまして、これが１０万円になるのか、１,００

０万円になるかというのも不明でございます。工事する中で突発的な事故じゃないです

けども、大きな増額になる可能性もありますので、その点も加味したところで１,１０

０万円を計上したところでございます。 
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 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 山口利生君。 

○１番（山口利生君） 私の質問は、その明許繰越の１,１００万円の設定の金額の

云々じゃないんです。明許繰越はですね、質問したのは、明許繰越の場合は議会の事前

承認をとるというふうに地方自治法上なっていると。事故繰越は突発的な事項だから議

会の承認なくてもですね、どうしても翌年度に執行せざるを得ないというふうになった

場合は、事後報告というふうになっているというのが基本的なものだと思っております

ので、その点をお聞きしたいということだけだったです。 

 ただ、私が再度お聞きしたいのは、工事請負費で１,０９０万８,０００円の補正をと

っていると。再度申し上げますけれども、その２工事自体は舗装工事であったり、側溝

工事ということでですね、ただ法面工事が入ってましたですよね。だからその法面工事

で当初考えていた以外の大きな問題が生じたのかどうかと。だから１,０００万円の補

正の内容についてお聞きしたわけです。 

 それと、災害査定自体がどのように国のほうの査定を受けたのかという点をお聞きし

たわけです。 

 その点を再度お答えいただきたいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） はい。現在、この工事は明許繰越ですね、平成３０年

からの繰り越しで実施しております。その分の残といいますか、契約額にてまだ工事が

終わってない分については、事故繰越というふうな形で３月に承認を受けさせていただ

きました。事故繰越につきましては、先程説明しましたとおり、負担行為が終わった分

でないと事故繰越ができませんので、今後、新たに発生するのに対応するための予算に

ついてはですね、まだ現予算にはございませんでしたので、それを見越したところで増

額をさせていただいて繰り越しを、承認をいただくというような形で計上をさせていた

だいたところでございます。で、よろしかったですかね。 

○１番（山口利生君） いや、私はそれはもういいと。内容についてお願いします。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） 工事の内容については、今やっている工事内容につき

ましては、舗装の工事、それから側溝の敷設、それと法面のモルタルの吹付等が主な部

分でございます。その内容が大きく変わるということはないかと思いますけども、面積

等については、現場の状況によって今後変わる可能性があるというふうなことで、その

分を今回補正させていただきました。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） えっとですね、私がお聞きしたいのは、その１,０００万円と
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いう多額の工事費の補正ですよ。それの何を１,０００万円ということで、計画をされ

ていらっしゃるのか。当然、災害復旧費ですから、国のほうの災害査定を当然受けた後

でないと、災害復旧費の予算化というのはできないはずでございますので、あらかじめ

町だけで災害復旧費の見込みて、単独費なら別ですよ。災害復旧費は国庫補助金ですか

ら、内示等とか事前の承認等があった上で、初めて予算化をしていくものだと私は認識

しておりますので、この１,０００万円という予算の内容についてお聞きしたいという

ことを質問したわけです。その点をご説明をお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑良成君） はい。これにつきましては、先程から説明しておりま

すとおり、舗装なり、法面のモルタルの吹付工なりの増額に対応するため、それが実際

できあがってみませんと、何平米増えるとかその辺はわかりません。それに対応する予

算として計上したということでございます。 

○議長（錦戸俊春君） 見込額として計上したということでの理解になるわけですか。 

 はい、ほかに質疑ありませんか。 

 はい、浜口雅英君。 

○７番（浜口雅英君） ３８ページに、離島航路の運営補助金が１８６万６,０００円

減額になっていますが、先程説明の中では、数値の説明だけでした。もうちょっと詳し

くどういう形で減額するのか教えてください。 

○議長（錦戸俊春君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） 金額がですね、１８６万５,６７９円になります、ト

ータルでですね。その内訳といたしまして、収益から費用を引いた差し引きが純損失と

いうことになります。その分がですね、損失額が６８万８３７円の減額になっておりま

す。あと国庫補助金がですね、１００万６,８４２円増額になっております。長崎市か

らの補助金も１７万８,０００円増額になりまして、合わせて１８６万５,６７９円です

ので、１８６万６,０００円の減額をさせていただきました。 

○７番（浜口雅英君） はい、終わります。 

○議長（錦戸俊春君） はい、ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第５号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第５号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 承認第６号 専決処分の承認について 

      専決第６号 令和元年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第８、承認第６号、専決処分の承認について、専決第６号、

令和元年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 承認第６号、苓北町国民健康保険特別会計専決処分の

承認についてご説明いたしますので、次の次のページをお開きください。 

専決第６号、令和元年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について、

ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,１９０万９,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億９,２４２万８,０００円とするものでご

ざいます。 

 今回の補正の主な理由は、歳入では、県支出金等の確定、歳出では、保険給付費等の

確定に伴うものでございます。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。 

まず、歳入ですが、款６県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金２,９４

２万７,０００円の減額は、普通交付金及び特別交付金の概算交付額の確定により補正

を行うものでございます。 

次に、７ページをお開きください。 

款９繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金、節２事務費繰入金３万３,

０００円の減額、節３出産育児一時金等繰入金８５万１,０００円の減額は、事業費の

確定によるものでございます。 

 次に、８ページをお開きください。 

 款１１諸収入、項４雑入、目１一般被保険者第三者納付金１４９万９,０００円の減

額、目２退職被保険者等第三者納付金９万９,０００円の減額は、該当事業がなかった

ことによるものでございます。 

次に歳出でございます。 

９ページをお開きください。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１１需用費３万３,０００円の減
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額は、事業費確定によるものでございます。 

次に、１０ページをお開きください。 

項４医療費適正化対策事業費、目１医療費適正化対策事業費、節４共済費１,０００

円の増額は、社会保険料率が３月に改定されたことによる不足分の増額となります。 

次に、１１ページをお開きください。 

款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費、目２退職被保険者等

療養給付費、目３一般被保険者療養費、目４退職被保険者等療養費の減額は、いずれも

事業費の確定により減額するものでございます。 

次に、１２ページをお開きください。 

項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費、目２退職被保険者等高額療養費の減

額は、事業費の確定により減額するものでございます。 

次に、１３ページをお開きください。 

項４出産育児諸費、目１出産育児一時金の１２７万６,０００円の減額は、事業費の

確定によるものでございます。 

次に、１４ページをお開きください。 

款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分、目１一般被保険者医療給付費分

は、財源区分の変更でございます。 

次に、１５ページをお開きください。 

款９諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目５保険給付費等交付金償還金１９８万

８,０００円の減額は、９月補正の（第１号）におきまして、平成３０年度の普通交付

金の精算によります還付に要する額を計上しておりましたが、その後、熊本県におきま

して、普通交付金につきましては、還付で調整せず、現年度の交付すべき普通交付金か

ら差し引くことにより調整されることになったため、減額をするものでございます。 

次に、１６ページをお開きください。 

款１０予備費、項１予備費、目１予備費１,５４８万５,０００円の増額は、歳入財源

の確保に伴う歳出額の調整によるものでございます。 

以上が、令和元年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の内容でござい

ます。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 



 

－ 35 － 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第６号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第６号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 承認第７号 専決処分の承認について 

      専決第７号 令和元年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第９、承認第７号、専決処分の承認について、専決第７号、

令和元年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第５号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

福祉保健課長。 

○福祉保健課長（本田 保君） 承認第７号、専決処分の承認についてご説明いたしま

すので、次の次のページをお願いいたします。 

 専決第７号、令和元年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第５号）についてご説明

いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,０５５万円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億１,５４７万６,０００円とするものでございます。 

 今回の補正の主な理由は、歳入では、介護保険料及び国県補助金等の確定、歳出では、

保険給付費等の確定に伴うものでございます。 

 補正予算の中身についてご説明いたしますので、恐れ入ります、６ページをお開きく

ださい。 

 歳入です。款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料、節１現年度分

特別徴収保険料６７万１,０００円の増額、節２現年度分普通徴収保険料１９１万５,０

００円の減額、節３滞納繰越分普通徴収保険料５万７,０００円の増額は、いずれも確

定によるものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金、節１現年度分２８２万７,

０００円の減額は、交付額確定によるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１調整交付金、節１現年度分調整交付金１８４

万２,０００円の増額、目２地域支援事業交付金、節１現年度分、介護予防事業交付金
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と包括的支援事業・任意事業交付金合わせて１３９万７,０００円の増額につきまして

は、全て交付額の確定によるものでございます。 

 ９ページをお願いします。 

款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金、節１現年度分２

２万５,０００円の増額、目２地域支援事業交付金、節１現年度分６,０００円の減額に

つきましては、いずれも交付額確定によるものでございます。 

１０ページをお願いします。 

款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金、節１現年度分につきましては、

交付額確定により２５０万７,０００円の減額でございます。 

１１ページをお願いします。 

款５県支出金、項２県補助金、目１地域支援事業交付金、節１現年度分につきまして

は、介護予防事業交付金と包括的支援事業・任意事業交付金合わせて、交付額確定によ

ります５万５,０００円の減額でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

款６財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金、節１利子及び配当金３,０

００円の増額は、実績によるものでございます。 

１３ページをお願いします。 

款７繰入金、項１一般会計繰入金、目３事務費繰入金、節１事務費繰入金４９万１,

０００円の減額は、実績によるものでございます。 

１４ページをお願いいたします。 

款７繰入金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金、節１介護給付費準備

基金繰入金５５１万円の減額は、基金の取り崩しの必要がなくなったためでございます。 

１５ページをお願いいたします。 

款９諸収入、項３雑入、目３雑入、節１雑入は、社会保険料等、介護予防計画作成手

数料合わせて１４３万４,０００円の減額につきましては、実績によるものでございま

す。 

１６ページをお願いいたします。 

これより歳出となります。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１報酬

４９万１,０００円の減額は、実績により減額をするものでございます。 

１７ページをお願いいたします。 

款１総務費、項４地域包括支援センター運営事業費、目１地域包括支援センター運営

事業費、節１３委託料３４万２,０００円の減額は、実績により減額をするものでござ

います。 

 １８ページをお願いいたします。 
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款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等給付費、節１９負担

金補助及び交付金１２３万３,０００円の減額は、実績により減額するものでございま

す。 

１９ページをお願いいたします。 

款２保険給付費、項２介護予防サービス等諸費、目１介護予防サービス等給付費、節

１９負担金補助及び交付金４６０万２,０００円の減額は、介護予防サービス給付費、

介護予防福祉用具購入費、介護予防サービス計画、地域密着型介護予防サービス給付費

いずれも実績により、減額したものの合計でございます。 

２０ページをお願いします。 

款３地域支援事業費、項１介護予防・日常生活支援総合事業費、目１介護予防・生活

支援サービス事業費、節１９負担金補助及び交付金２９２万１,０００円につきまして

は、介護予防サービス給付費、介護予防サービス計画の実績により、減額するものでご

ざいます。 

２１ページをお願いいたします。 

款３地域支援事業費、項２包括的支援事業・任意事業費、目５生活支援体制整備事業

費、節１報酬７９万７,０００円の減額と節４共済費１６万７,０００円の減額は、実績

に応じたものでございます。 

２２ページをお願いいたします。 

款４基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金、節２５積立金３,

０００円の増額は、基金運用益の実績に応じたものでございます。 

 以上が、令和元年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第５号）の内容でございます。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第７号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第７号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 承認第８号 専決処分の承認について 

      専決第８号 令和元年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１０、承認第８号、専決処分の承認について、専決第８

号、令和元年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 承認第８号、苓北町後期高齢者医療特別会計専決処分

の承認についてご説明いたしますので、次の次のページをお開きください。 

専決第８号、令和元年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７８万８,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億１,４３３万９,０００円とするものでござい

ます。 

 今回の補正の主な理由は、歳入では、保険料の確定、歳出では、後期高齢者医療広域

連合納付金の確定に伴うものでございます。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。 

まず、歳入ですが、款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１特

別徴収保険料６８万７,０００円の増額、目２普通徴収保険料７４万２,０００円の減額

は、徴収保険料の確定により、補正を行うものでございます。 

次に、７ページをお開きください。 

款３繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金５万円の減額は、事業確定によるもの

でございます。 

 次に、８ページをお開きください。 

款５諸収入、項４受託事業収入、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入１６２万

７,０００円の減額は、事業確定によるものでございます。 

次に、９ページをお開きください。 

項５雑入、目１雑入の５万６,０００円の減額は、事業確定によるものでございま

す。 

 次に、歳出でございます。 

１０ページをお開きください。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費１７０万４,０００円の減額は、事業

確定によるものでございます。 
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次に、１１ページをお開きください。 

款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、目１後期

高齢者医療広域連合納付金８万円の増額は、事業確定によるものでございます。 

次に、１３ページをお開きください。 

款４予備費、項１予備費、目１予備費１３万５,０００円の減額は、事業確定による

ものでございます。 

以上が、令和元年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の内容でござ

います。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第８号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第８号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 承認第９号 専決処分の承認について 

       専決第９号 令和元年度苓北町下水道特別会計補正予算（第４号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１１、承認第９号、専決処分の承認について、専決第９

号、令和元年度苓北町下水道特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

水道環境課長。 

○水道環境課長（田尻 悟君） 承認第９号、専決処分の承認について、専決第９号、

令和元年度苓北町下水道特別会計補正予算（第４号）について、ご説明いたします。 

 次の次、１ページ目をお願いします。 

今回の補正は、令和元年度下水道事業費の確定及び精算よるもので、歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ７４５万９,０００円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ

３億９,４４２万１,０００円とするものでございます。 
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６ページをお願いします。 

款４繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金は、歳出の確定及び精算により７４５

万９,０００円の減額です。これにより令和元年度の一般会計繰入金は起債償還分のみ

に充当することとなります。 

 次に、歳出につきまして説明いたします。 

７ページをお願いします。 

款１公共下水道事業費、項１下水道管理費、目１一般管理費でございますが、総額で

７４５万９,０００円の減額でございます。節１１需用費は、消耗品費の薬剤代の実績

により９５万９,０００円の減額です。節１３委託料の処理場等維持管理業務委託料は、

富岡浄化センター等維持管理業務委託、汚泥脱水業務委託、前処理槽汚泥清掃委託業務

の実績による４３５万円の減額、汚泥運搬処分委託料も実績による６５万円の減額で、

合わせて５００万円の減額です。節２７公課費は、平成３０年度決算に伴う消費税の確

定により１５０万円の減額です。 

 次に、８ページをお願いします。 

款１公共下水道事業費、項２下水道事業費、目１下水道事業費でございますが、一般

会計からの繰入金は、全て起債償還分のみに充当するため、財源内訳の補正で、一般会

計からの繰出額に当たる特定財源「その他」の２０３万７,０００円を減額し、下水道

一般財源２０３万７,０００円の増額する財源区分の補正です。 

 以上で、令和元年度苓北町下水道特別会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第９号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第９号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 承認第１０号 専決処分の承認について 
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       専決第１０号 令和元年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補

正予算（第３号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１２、承認第１０号、専決処分の承認について、専決第

１０号、令和元年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

水道環境課長。 

○水道環境課長（田尻 悟君） 承認第１０号、専決処分の承認について、専決第１０

号、令和元年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第３号）について、

ご説明いたします。 

次の次、１ページをお願いします。 

今回の補正は、令和元年度特定地域生活排水処理事業費の確定及び精算によるもので、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４０万円を減額し、歳入歳出それぞれ４,７

９４万円とするものです。 

４ページをお願いします。 

第２表地方債の補正です。工事請負額の減額に伴う変更で、借入限度額を１６０万円

から４０万円減額し、１２０万円とするものです。 

７ページをお願いします。 

歳入でございますが、款７町債、項１町債、目１下水道事業債、節１下水道事業債は、

事業費の確定により、特定地域生活排水処理事業の下水道事業債４０万円の減額です。 

次に、歳出についてご説明いたします。 

８ページをお願いします。 

款１特定地域生活排水処理事業費、項２生活排水処理事業費、目１生活排水処理事業

費、節１５工事請負費で、特定地域生活排水処理施設設置工事（合併浄化槽工事）の確

定により、４０万円の減額でございます。 

以上で、令和元年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第３号）の

説明を終わります。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第１０号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１０号、専決処分の承認については、承認することに決定しまし

た。 

 ここで昼食のため午後１時まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（錦戸俊春君） 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 承認第１１号 専決処分の承認について 

       専決第１１号 令和２年度苓北町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１３、承認第１１号、専決処分の承認について、専決第

１１号、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第１１号、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和２年度苓北町一般会計補正予算を令

和２年４月３０日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告

し、承認をお願いするものでございます。 

今回の補正は、国における「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一つで、住

民１人当たり１０万円の給付を行う特別定額給付金について、国会審議を経て、令和２

年４月３０日に国の補正予算が成立しましたので、できるだけ早く住民へ給付ができる

よう、給付金及びその事務費について４月３０日に増額補正する必要が生じましたが、

議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をいたしたものでございます。 

 内容につきましては、企画政策課長からご説明をいたさせますので、よろしくご承認

のほどお願いを申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） 専決第１１号、令和２年度苓北町一般会計補正予算
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（第１号）の内容について、ご説明いたします。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億１,２３６万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を５４億６,７３６万４,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、令和２年４月２０日に閣議決定され、４月３０日に国の補正予算で成

立した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一つである「特別定額給付金」の

支給に関する補正です。給付額を世帯構成員１人につき１０万円給付し、併せて、その

給付に伴う事務費についても増額補正するもので、国の補助率は１０分の１０です。 

５ペ－ジをお願いします。歳入です。 

款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節４特別定額給付金給

付事業費国庫補助金は、令和２年４月２７日を基準日とし、苓北町の住民基本台帳に記

録されている者で、日本人６,９６４人と外国人７７人を合わせた７,０４１人に加え、

基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録さ

れておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて市区町村の住民基本台帳に記録されている

こととなった者を含むとされておりますので、その基準日以降に住民基本台帳に記録さ

れる予備転入者を１０人と想定し、合計７,０５１人×１０万円の７億５１０万円を増

額するものです。節５特別定額給付金給付事務費国庫補助金は、７ページ、歳出の節１

報酬から節１４使用料及び賃借料までの事務費７２６万４,０００円から、次の６ペー

ジの事務補助員本人から負担徴収する社会保険料等の２２万円を差し引いた７０４万４,

０００円を増額するものです。 

 ６ページをお願いします。 

 款２０諸収入、項５雑入、目１雑入、節２雑入は、先程ご説明いたしました、事務補

助員の報酬支給に伴う社会保険料等の徴収基準表に基づき、本人から徴収する社会保険

料等２２万円の増額です。 

７ページをお願いします。 

歳出です。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節１報酬は、特別定

額給付金給付事務に伴う短期の会計年度職員として雇用する、事務補助員２人分×５カ

月分の事務補助員報酬１４１万４,０００円の増額です。 

節３職員手当等は、給付事務に係る職員の時間外勤務手当３０万円の増額。節４共済

費は、会計年度任用職員として雇用する事務補助員の報酬支給に伴う社会保険料等４５

万円の増額。節９旅費は、職員の熊本市出張１回分の普通旅費２,０００円と、事務補

助員に支給する通勤手当としての費用弁償９万円を合わせた９万２,０００円の増額。 

節１１需用費は、プリンタートナー及びその他事務に係る消耗品費として１２１万２,

０００円を増額。また、申請受付事務を郵送により行うため、各世帯に通知する封筒印

刷代及び周知のための広報やチラシ印刷代等の印刷製本費として６５万５,０００円の
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増額。受付事務新設に伴うパソコン用のＬＡＮケーブル及び電話回線敷設に伴う修繕料

３０万円を合わせた２１６万７,０００円の増額です。 

節１２役務費は、各世帯に通知する３回分の後納郵便代として１０１万８,０００円

の増額。節１３委託料は、給付事務に係る申請書の発送及び受付等一連のシステム改修

委託料として１０２万３,０００円の増額。節１４使用料及び賃借料は、受付事務に伴

うパソコン２台とプリンター２台を、５月から１２月までの８カ月の電算機器レンタル

料として８０万円の増額。 

節１９負担金補助及び交付金は、令和２年４月２７日現在で給付対象者となる苓北町

の住民基本台帳に記録されている日本人６,９６４人と外国人７７人、及び基準日以降

に住民基本台帳に記録される予備転入者を１０人と想定し、合わせて７,０５１人×１

０万円の特別定額給付金見込み額７億５１０万円を増額するものです。 

 以上で、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

 ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

髙戸幸雄君。 

○４番（髙戸幸雄君） 要らぬ心配と言われるかもしれませんけど、ちょっとだけ心配

がありますので、ご質問をさせていただきたいと思います。 

 現在、７億円相当の定額給付が組まれているわけでございますけれども、聞くところ

によりますと、苓北町は今日からですか、支給が開始されるということで、ほかの市町

村に先駆けてこういった緊急対応というのは大変喜ばしいことだと思っているところで

ございます。しかしながら、７億円という莫大な金額でございます。国庫補助が１０

０％来るのはわかっておりますけれども、その間、来るまでのその経費の云々について

少しだけ心配をしております。一借りが１０億限度額がございます。その一借りの中で

賄うならいいわけでございますけれども、専決第５号の町債をみますと、ここに４億３,

０００万円程度の町債がございます。私の経験と言っては何ですけども、令和元年度分

の借り入れは、多分政府資金については５月の２５日相当にいつも借り入れがなされる

のではないかと思います。まあ今日から数えて５月２５日まで短期間でございますので、

苓北町でございますので、その財政にはですね、支障はないと思いますけれども、現在

のことを考えると、その、この次、第２弾、第３弾になった場合には、一借りの限度額

もですね、上げるという措置もとられたほうが余裕をもってですよ、財政運用に当たれ

るのではないかと思います。現在の財調の基金が幾らあるか、お知らせを願いたいと思

います。 

○議長（錦戸俊春君） 町長。 



 

－ 45 － 

○町長（田嶋章二君） これは、一日でも早く町民の皆様方に１０万円にお配りしたい

ということの中で、議会の補正予算でやりますと２週間ぐらい遅れますのでやったとこ

ろでございます。国に聞きましたところ、もうなるだけ中旬ぐらいまでには振り込むと

いうようなことでございましたので、その７億円もその辺のところで解消するんじゃな

いかと。短期で利息がとにかく２０万円ぐらいでしたか、そんな形でお借りすることに

しておりました。ところが、お借りする前に、もう既に国からも振り込んできておりま

して、昨日か一昨日か、要するに我々が配る前にですね、そういった意味じゃ非常にあ

りがたかったと。ただし、もしそれが遅れても、中旬を挟んだ中でなるだけ早く振り込

むと国の決定がですね、意志が強かったという判断の中でお借りしたわけでございます。

確かに、今後、もっとこうコロナウイルスがはびこりますと、今言われたような形で、

資金が必要になってくることもあり得るかと思いますが、そのときは情勢を見ながらで

すね、また議会にも相談してまいりたいと考えております。 

○議長（錦戸俊春君） はい、髙戸幸雄君。 

○４番（髙戸幸雄君） 初述べましたとおり、要らぬ心配でございましたけれども、

まあこういった考えも議員そのものが持っております。そして、また、町民の方々もで

すね、７億円大きいなという不安も多々ございます。町長の決断でですよ、他町村より

も早く１０万円の支給されたことは非常によかったなと思います。苓北はプラスですよ、

苓北町独自の、まあこの後に説明もあるようでございますけれども、財政支援といいま

すか、そのことがあったらなおさら結構だと思います。まあ事務も大変でございましょ

うけれども、一刻も早く町民の方々に支給されることを望みたいと思います。 

 終わります。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、浜口雅英君。 

○７番（浜口雅英君） ５月１４日から支給が始まるというふうに思いますが、対象人

数は具体的に何人なのか教えてください。 

 それから、１４日の支給に向けて、もう既に早い人は郵便で送ってこられると。ある

いは、まだ手持ちの方もおられるというふうに思いますが、そこら辺の申し込みの状況

はどのような形で今統計取っておられるのか。 

 そうすると、苓北町は今４２％ですか、高齢化率が。その中には、独居老人の世帯と

か、あるいは単独での、自力での行動に支障があるとか、いろいろ形があるかというふ

うに思います。そういう状況はですね、どのように捉えておられて、具体的な実数は幾

らなのか教えてください。 

 それから、これは全額国が交付金を出しているわけですが、それ以外に、町独自で何

か今回のコロナに関わる町民への施策といいますか、何か考えておられるのか、おられ
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ないのか、教えてください。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（本田 保君） はい。浜口議員さんのお尋ねの件にお答えいたします。 

 まず、状況ですけど、５月の７日の日に３,１４９世帯に対して申請書を発送をして

おります。５月の７日に３,１４９世帯へ申請書を発送いたしまして、本日、５月１４

日ですが、今日が第１回目の振り込み日ということで、今日までの状況ですが、その３,

１４９世帯のうち、本日支払った分が１,６７１世帯でございます。率にして５３％で、

半分をこの段階で世帯ベースで超えております。 

○７番（浜口雅英君） 人数もいいですか。 

○福祉保健課長（本田 保君） はい。人数がですね、３,９８６人分です。３億９,８

６０万円ですので、３,９８６人分を本日お支払いをしております。 

 もう一つですね、先程申し上げた高齢者世帯の件ですが、今、一人暮らしのですね、

６５歳以上の世帯の方が町内で調べたところ、３６０世帯程度ございます。この方たち

への件につきましては、当面、この事業に取り組んでいきます中で、ちょっと様子を見

ながら、まだ申請をされてない方に対しまして、申請をお忘れでないですかというよう

な勧奨というか、そういうお知らせをしていきたいと思います。そのお知らせの中で、

やはりそれでもまだという場合には、一応ご相談というか、直接ですね、何かお困りの

ことはないかというような、そのような取り組みをしていきたいと、今のところはその

ように考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） 後の質問の町独自の対策につきましては、この後の補正予

算の提案で申し上げたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、浜口雅英君。 

○７番（浜口雅英君） お年寄りの方への対策ですが、忘れておられるかもしれないと。

そこら辺は郵便で催促するのか。それとも役場の職員が直接出向いて、そこら辺の何て

言いますか、状況を把握していくのか教えてください。 

○議長（錦戸俊春君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（本田 保君） はい。現在、私の考えといたしましては、まず、勧奨

につきましては、郵便を使ったお知らせを考えております。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 浜口雅英君。 
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○７番（浜口雅英君） 先程、当初の質問でですね、ちょっと触れましたように、もし

かしたら軽い忘れにかかっておられるやもしれんと思うとですよね。そういうところに

また郵便を出しても何回繰り返すのか。それよりも、もう、いち早く、町長もいち早く

お渡ししたいという考えを町が持っておるのならばですね、大体状況はつかめておられ

るわけでしょう、福祉保健課では。町内のそういう方々のそういう恐れがある方とか、

なってしまっておられる方、そして、そういう中で独居でおられる方、あるいは何人か

で住んでおられる方、そこら辺はつかんであるはずですので、やっぱり一日も早くこの

事業を完遂させたいということであれば、郵便じゃなくてですね、実際出向いて行って、

そしてついでに、その家庭の状況あたりも確認してくればいいんじゃないですか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、福祉保健課長。 

○福祉保健課長（本田 保君） はい。まずはですね、お忘れではないかという方もい

らっしゃると思いますので、郵便を使って、その後にそのフォローをしていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

承認第１１号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１１号、専決処分の承認については、承認することに決定しまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第３７号 苓北町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１４、議案第３７号、苓北町国民健康保険条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 議案第３７号、苓北町国民健康保険条例の一部を改正

する条例について。 
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苓北町国民健康保険条例の一部を、別紙のとおり改正することとする。 

 令和２年５月１４日提出、苓北町長 田嶋章二。 

提案理由ですが、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金

の支給に関する特例を定めることに伴い、苓北町国民健康保険条例の一部を改正する必

要があるためでございます。 

 次のページをお願いします。 

 苓北町国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

 苓北町国民健康保険条例（昭和３４年苓北町条例第５７号）の一部を次のように改正

する。 

 附則を附則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、同条の次に次

の３条を加える。 

 次の次のページにあります、苓北町国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）の

新旧対照表をお開きください。 

 右が改正前、左が改正後で、下線の部分が改正部分となります。 

 補足説明をいたします。 

 改正後の附則のあとに、（施行期日）の見出しを付けまして、第１条となります。 

 この度の一部改正におきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等

に係る傷病手当金につきまして、第２条から第４条を追加しております。 

 第２条第１項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等

の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限り、その労務に服することができな

くなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち

労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するとしたものです。 

 次の第２項につきましては、被保険者の日額報酬等についての算定方法で、その３分

の２が１日の傷病手当金の額となること、 高等級の標準報酬月額であります１３９万

円の３０分の１に当たる日額４万６,３３０円の３分の２に当たる３万８８７円が傷病

手当金の 高日額となるものです。 

 次の第３項につきましては、支給期間を 長１年６月までとしたものです。 

 次のページをお開きください。 

 第３条につきましては、給与等が支払われる期間においては、傷病手当金を支給しな

いことを明記し、ただし書きで、算定された１日の傷病手当金の額より少ない給与等が

支払われた場合には、その差額を支給するとしたものです。 

 第４条につきましては、何らかの事由により給与等を全て受け取ることできなかった

場合には、傷病手当金の全額を支給し、給与等で受け取った額が傷病手当金の額より少

なかった場合には、その差額を支給。ただし、既に差額として傷病手当金の一部を受け
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取った場合には、その額を支給額から控除するとしたものです。 

 第２項につきましては、保険者である町が傷病手当金を支給したのち、事業主も給与

等を支払うことになった場合には、町は傷病手当金を支給する必要がございませんので、

町の支給額を事業主から徴収するとしたものです。 

 条例（案）本文の２ページに戻っていただき、附則、この条例は、公布の日から施行

し、改正後の第２条から第４条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年

１月１日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） この傷病手当金の対象者ですが、給与等を受けて、支払いを受

けている被保険者が限定されていますが、国民健康保険の大部分は高齢者であったりで

すね、会社退職して無職だったり、農林水産業の方々、それと一般の商店の方たちで、

その方たちは基本的にそのコロナウイルスで入院してもこういう傷病手当金は、これか

らいくと出ないわけですね。あくまでも、そうなると非常にこのコロナの傷病手当の国

民健康保険条例を改正しても恩恵を受ける人はほんの数％なんでしょうかね。あのパー

トで厚生年金とか健康保険に入ってない方たちが、対象になるということでございまし

ょうか。 

○議長（錦戸俊春君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） まず、対象者のほうですけども、苓北町におきまして

は、今現在２１名が該当するということで、先程漁業とか農業ということで、青色申告

をされている方で、給与として支給を受けていらっしゃる方もここでは対象になるとい

うことになっておりますので、町内では今のところ、税のほうで調べたところでは２１

名が対象ということで、こちら把握しております。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） それでは、農業とか漁業をされていらっしゃる方は当然給与等

はもらってませんけれども、こういう病気で入院した際は、当然収入がなくなるわけで

すよね。そういう人たちに対しての支援というものは、国民健康保険ではないというこ

とになるわけでしょうか。 

○議長（錦戸俊春君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） はい。これはあくまでも傷病手当金ということになり

ますので、国保の方でですね、給与等を受け取っている方が対象ということになります。 

○議長（錦戸俊春君） はい、山口利生君。 
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○１番（山口利生君） えっと、と言いますのが、やっぱり国民健康保険に入ってです

ね、先程申し上げたような、特に農業関係者の方々が本当に農業に就けないといった場

合に、失業保険ももらえないし、大変なことになろうかと思うんですよね。これは国の

政策でこういう国民健康保険の傷病手当金、これは国が決めたものに対しての準用なの

か、あくまでも町として、国民健康保険に加入していただいている町民の方への支援と

いうことで、独自対策としてこれを打ち出されるわけでしょうか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） はい。これは国に準じておりまして、熊本県内全市町

村が今後その前にですね、専決とか臨時議会において条例の制定、一部改正のほうを提

案、上程するようにしております。 

○議長（錦戸俊春君） はい、税務住民課長。 

○税務住民課長（吉本英明君） 国民健康保険税のほうから言わせていただきますと、

そういったコロナの関係でですね、世帯の減収等があった場合は、減免措置ということ

になります。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） いいですか。 

○１番（山口利生君） はい。 

○議長（錦戸俊春君） はい、ほかに質疑ありませんか。 

 はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） この中でですね、条文の中で２条ですね、２条の中で発熱等の

症状がありて入ってますね。今、巷では、その発熱せんでもその感染している人がいっ

ぱい出てきよっということでございますが、これは今のこの時世に、この条文が合いま

すかね。 

 それともう１点、そのこの保障というのは、先程山口さんがおっしゃっとったように、

全然その給与体系とか何か整わない、何ですかね、農業とか何かなさっとられる方でや

っぱり生活が困るっという方もおいでになると思いますが、そういった方には全然対象

はないということでございますか。あるいは、それに相当するような何かが出るという

ことでございましょうか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 発熱等の症状がありということで、この症状の把握に

つきましては、医療機関にかかっていただいて、そこでお医者さんの、医師の証明をい

ただいて、そこからが支給の傷病手当金の対象となってまいりますので、そういったと

ころでの把握ということになります。ですから、本人が病院に行かれて、先生が認めら

れたらそこから対象という形になります、症状につきましては。 
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 あと、対象者ですかね、国保の方で給与等を受け取っておられる方ということで記載

があっておりまして。 

○５番（松本良人君） おらんもんには何かあるかって。 

○健康増進室長（田尻康彦君） はい。 

○５番（松本良人君） 給与とか何かとっとらでん、もう要するに農業とか何か別に事

業しとって、そん人たちにはまたほかに手当がありますかということです。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 先程、税務住民課長が言われたとおり、税の減免とい

うことで、あと個人的な事業、農業、漁業に対しましては、また別の事業であると思い

ますので、そちらで対応させていただきたいということです。ですから、今回の条例の

一部改正につきましては、国保に入っていらっしゃる方で、給与を受け取っておられる

方が対象ということになりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） 条例の中にですね、例えば、発熱等の症状がありということで、

こればっちりうたうとですね、発熱しとらんもんなでけんというような形になっとじゃ

なかとですかね。先程、条例あたりの改正なんかでも「が」を入れたり入れんやったり

してでもう、相当なやっぱり訂正をされたということですね。ほっでこの際、これは発

熱等の症状を消せばですね、別にさっきおっしゃっとった、今課長がおっしゃとったよ

うに、医療機関がそれを認めればもうよかっでありますけれども、これ発熱等の症状が

ありとここにはっきり入っとれば、発熱がなからんばつとまらんとじゃなかっかなとい

うようなですね、日本語の解釈ですけれども、あるいは、この法の解釈なんですけれど

も、そこら辺が出てくっとじゃなかろうか。それよりも、もう思い切って打ち切ったほ

うがいいんじゃなかろうかと思いますけれども。 

○議長（錦戸俊春君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 第２条第１項につきましては、新型コロナウイルス感

染症に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限り

ということで明記をしておりますので、その中でですね、医療機関等での診断において

判断をさせていただくことになります。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） 要するに、コロナと認定されるか、その症状がコロナであると

いうことであればよかちゅうことでしょう。ただそこに発熱等がて書いてあるから、そ

れは削除したほうがいいんじゃなかかっていうようなことを言いよるわけですよ。今ま

で小さいことでですね、「が」を付けたり、「の」を付けたりしとっとに相当な感じで

ですね、今までの条例の中では論議がされてきとるわけですよ。今回、こういうことで
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あれば、疑わしかって発熱しとらんけんおまえんとはだめだという形になりはせないか

と、この際、こういったことはもう削除したほうがいいはなかかっていうようなことを

言いよるわけですね。今までですよ、この条例とか規則がですね、そういった小さいこ

とにこだわらずにですね、今まで審議がなされた条例はありますけれども、「が」を

「の」にしたり、「より」をどうのこうの云々にしたり、書き直したことがいっぱい出

てきじゃなかですか。そういった小さいことを言いですね、ここには大きなことを言う

と。拡大解釈でようはなかかというような言い方は、矛盾しているんじゃなかろうかな

というわけですよ。それよりも、もう消せば、全てＯＫてなっとじゃなかろうかなとい

うことですね。 

○議長（錦戸俊春君） はい、副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） 松本議員、今おっしゃることもわかりますが、一応、今のコ

ロナウイルスの症状としてですね、主に発熱であるとか、咳とか、味覚の障害とかそう

いった部分がありますので、あえてここにつきましては、発熱等ということで、発熱も

含めたところでですね、そのほかの症状も含めたという形で「等」という形にしており

ます。ちなみにですね、先程、室長が申し上げましたとおり、新型コロナウイルス感染

症に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限ると

いうことで、疑われる場合もですね、該当するというようなことでございまして、なお、

この手当金のですね、今回の改正の部分につきましては、国、厚生労働省のほうからで

すね、こういった通知がまいりまして、先程言いましたように、各自治体がですね、条

例改正に取り組んで対応していくということになっておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） はい、ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

議案第３７号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号、苓北町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第１５ 議案第３８号 令和２年度苓北町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１５、議案第３８号、令和２年度苓北町一般会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第３８号、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第２号）

（案）について、ご説明を申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に３,３３４万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を５５

億７１万１,０００円とするものでございます。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急経済対策として、国

の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」等を活用し、町内の事業者及

び個人に対し、早急に支援を行う必要があるため、町独自の対策も含め、諸々の事業に

係る補正予算を提案するものでございます。 

 内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の

ほどをお願い申し上げます。 

○議長（錦戸俊春君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（錦戸雅志君） 議案第３８号、令和２年度苓北町一般会計補正予算

（第２号）（案）の内容について、ご説明申し上げます。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,３３４万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億７１万１,０００円とするも

のでございます。 

 ６ペ－ジをお願いします。 

歳入です。款１３使用料及び手数料、項１使用料、目１総務使用料、節１富岡港船客

待合所施設使用料は、新型コロナウイルス感染症の影響により施設使用事業者の収入減

に対応するため、本年４月から９月までの半年分の富岡港船客待合所施設の現在の使用

料について、２分の１を減免することに伴う２２万８,０００円の減額。 

 目４商工使用料、節１商工使用料は、物産館施設使用料についても、本年４月から９

月までの半年分の現在の使用料を２分の１減免することに伴い２１万４,０００円の減

額です。 

 ７ページをお願いします。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節６新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、

町内事業主への事業継続支援金ほか各支援事業に対する国からの新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金として２,３６６万３,０００円を増額します。 
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 目２民生費国庫補助金、節２児童福祉費補助金は、子育て世代に対する支援として、

児童１人当たり児童手当１万円を追加給付する臨時特別給付金給付事業費国庫補助金８

５０万円と、その事務費国庫補助金８万円を合わせた８５８万円の増額。 

 目６教育費国庫補助金、節３学校教育費国庫補助金は、町内小中学校の臨時休業に伴

い、給食の食材として納入事業者に既に発注していました牛乳及びパンについて違約金

が発生したため、その違約金３０万８,０００円の４分の３に当たる費用を学校臨時休

業対策費国庫補助金として２３万１,０００円の増額するものです。また、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止用のマスク、消毒液、体温計等の購入に対する２分の１補助の

学校保健特別対策事業費国庫補助金７９万９,０００円の増額です。 

 ８ページをお願いします。 

 款１５県支出金、項２県補助金、目４農林水産業費県補助金、節２農業費補助金の新

型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給費補助金は、新型コロナウイルスの感

染拡大により農業収入の減少を受けた農業者が、経営の維持安定のための資金を借り入

れる場合に、金利負担を軽減するための利子補給１７万１,０００円の増額と、その安

定資金借入に伴う保証料を助成するため、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保

証料助成費補助金５万１,０００円の増額です。節４水産業費補助金の新型コロナウイ

ルス対策漁業経営安定資金利子補給費補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大により

漁業収入の減少を受けた漁業者が、経営の維持安定のための資金を借り入れる場合に、

金利負担を軽減するための利子補給５万７,０００円の増額と、その安定資金借入に伴

う保証料を助成するため、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金保証料助成費補助

金１万７,０００円の増額です。 

 ９ページをお願いします。 

 款２０諸収入、項５雑入、目１雑入、節２雑入は、役場入庁者への検温作業等に携わ

る事務補助員２人の雇用に伴い、雇用者から徴収する社会保険料等２２万円の増額です。 

 １０ページをお願いします。 

歳出です。款２総務費、項１総務管理費、目５財産管理費は、歳入で富岡港船客待合

所施設使用料の減免により、その他財源２２万８,０００円の減額分を、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金２２万８,０００円で充当したことによる財源区

分の変更です。 

 １１ページをお願いします。 

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費は、子育て世代への臨時特例給付

金給付事業費と給付事務費に伴う補正で、節１１需用費は、臨時特別給付事業広報用の

印刷製本費２万１,０００円の増額。節１２役務費は、対象世帯への通知用後納郵便代

５万９,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、対象児童８５０人に児童手
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当１万円を給付する臨時特別給付金８５０万円の増額です。 

 １２ページをお願いします。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費、節１報酬は、役場入庁者への検温作業等

に携わる事務補助員２人の５カ月雇用に伴う事務補助員報酬１４１万４,０００円の増

額。節４共済費は、事務補助員雇用に伴う社会保険料等４５万円の増額。節９旅費は、

事務補助員に通勤手当として支給する費用弁償９万円の増額。節１１需用費は、マスク、

非接触型体温計及び消毒液等の購入に係る消耗品費１３０万円の増額。節１２役務費は、

マスク配布通知等に伴う後納郵便代２９万４,０００円の増額です。 

 １３ページをお願いします。 

 項２清掃費、目２塵芥処理費、節１１需用費の消耗品費は、町内各行政区に設置して

あるごみステーションにおいて、ごみ収集日に従事していただく方に配布するマスク購

入費１７万７,０００円の増額です。 

 １４ページをお願いします。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、節１２役務費は、農業関係各支援

事業に係る通知用の後納郵便代５,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、

新型コロナウイルスの感染拡大により農業収入の減少を受けた農業者に対し、新型コロ

ナウイルス対策農業経営安定資金利子補給費補助金６件分で２４万８,０００円の増額。

新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金３件分で１０万４,００

０円の増額。収入が前年同月比で３０％以上減少した農業事業者に対し、苓北町事業継

続支援金（農業）として、２つの法人事業主×２０万円と３つの個人事業主×１０万円

を合わせた７０万円の増額です。 

 １５ページをお願いします。 

 項３水産業費、目１水産業振興費、節１２役務費は、漁業関係各支援事業に係る通知

用後納郵便代５,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、新型コロナウイル

スの感染拡大により漁業収入の減少を受けた漁業者に対し、新型コロナウイルス対策漁

業経営安定資金利子補給費補助金２件分で８万３,０００円の増額。新型コロナウイル

ス対策漁業経営安定資金保証料助成費補助金１件分で３万５,０００円の増額。収入が

前年同月比で３０％以上減少した漁業事業者に対し、苓北町事業継続支援金（漁業）と

して、２つの法人事業主×２０万円と３つの個人事業主×１０万円を合わせた７０万円

の増額です。 

 １６ページをお願いします。 

 款６商工費、項１商工費、目２商工業振興費、節１１需用費は、各支援事業の通知用

の封筒印刷製本費として８,０００円の増額。節１２役務費は、商工業関係各支援事業

に係る通知用後納郵便代７万９,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、新
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型コロナウイルスの感染拡大により事業収入の減少を受けた商工業者に対し、新型コロ

ナウイルス対策商工業事業者利子補給費補助金１２件分で１８６万１,０００円の増額。

売上が前年同月比で３０％以上減少した商工業事業者に対し、苓北町事業継続支援金

（商工業）として、５０の法人事業主×２０万円の１,０００万円と５０の個人事業主

×１０万円の５００万円を合わせた１,５００万円の増額です。 

 １７ページをお願いします。 

 款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費、節１１需用費は、各小中学校児童・生

徒・教職員に配布するマスク購入のほか、消毒液、非接触型体温計等の消耗品費購入代

１５９万８,０００円の増額です。 

 １８ページをお願いします。 

 項２小学校費、目１学校管理費、節１２役務費は、臨時食糧費支援金支給対象世帯に

通知する後納郵便代として３,０００円の増額。節２０扶助費、臨時食糧費支援金（小

学校）は、小学校臨時休業に伴う準要保護児童に対し、給食費相当分を支援するため２

０万３,０００円の増額です。 

１９ページをお願いします。 

 項３中学校費、目１学校管理費、節１２役務費は、臨時食糧費支援金支給対象世帯に

通知する後納郵便代として１,０００円の増額。節２０扶助費、臨時食糧費支援金（中

学校）は、中学校臨時休業に伴う準要保護生徒に対し、給食費相当分を支援するため１

０万１,０００円の増額です。 

２０ページをお願いします。 

 項５保健体育費、目２学校給食費、節２２補償補塡及び賠償金は、町内小中学校の臨

時休業に伴い、給食の食材として納入事業者に既に発注していた牛乳及びパンについて、

契約業者に支払う違約金で、本年３月分の学校臨時休業違約金（過年度分）として１５

万４,０００円と４月分の学校臨時休業違約金（現年度分）１５万４,０００円、合わせ

て３０万８,０００円の増額です。 

以上で、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第２号）（案）の説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） すみません、支援金の交付要綱と、それから利子補給の要綱、

これについても説明をお願いいたします。 

その中で、第１条の中でですね、苓北町補助金交付規則（平成１９年４月１８日規則

第３２号）となっておりますけれど、これは頭に「苓北町」が要らないのかなと思いま

す。 

それと、利子補給の分で第１条の中で、苓北町補助金交付規則（平成１９年、この後

に日付ですね。ここはこれでいいのかなと思います。どうでしょうか。もし必要であれ
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ば挿入していただければと思いますけれども。 

これについて説明をお願いいたします。 

はい、副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） まず、今説明しました農業関係や漁業関係、それから商工業

関係で説明をいたしました、苓北町独自で行います苓北町事業継続支援金につきまして

概略の説明をいたします。 

 お手元に交付要綱（案）ということでお配りをしております。目的、ここに書いてあ

りますとおり、今回のコロナウイルスの感染拡大によりまして、大きな影響を受けてお

ります町内の事業者に対しまして、事業の継続を支えるために苓北町事業継続支援金を

交付するものであります。 

 今、議長のほうからご指摘がありました部分につきましては、訂正を出させていただ

きますが、平成１９年苓北町規則第３２号になろうかと思います。申し訳ございません。 

 交付対象者につきましては、支援金の交付対象者は、町内に住所を有する法人又は個

人事業主で、国が制定をしております持続化給付金もしくは熊本県制定の事業継続支援

金の給付対象者とするということにしております。これにつきましては、国制定の持続

化給付金につきましては、前年度の収入から５０％以上の事業主、個人事業主が対象に

なります。それから、熊本県が制定しております事業継続支援金は、３０％から４９％

までの事業主が該当いたします。苓北町といたしましては、昨年度の収入から３０％以

上減少している事業主に対して、全て交付対象として行いたいということでございます。 

 それから、支援金の額につきましては、国・県が給付する額と同額といたしますけど

も、ただし書きで、法人につきましては２０万円、個人事業主については１０万円を限

度として支給をしたいということで考えております。 

 なお、支援金の交付申請につきましては、国の持続化給付金もしくは県の事業継続支

援金の申請の際に提出した証拠書類等の写し、それから、持続化給付金もしくは県の事

業継続支援金の給付通知書の写しということで、できるだけですね、簡便化した書類に

したいというようなことで、国の申請書類の写しと、国・県からの給付通知書の写しを

もって申請書に付けていただければ、それでこちらのほうで判断をしたいというふうに

考えております。 

 それから、申請がございましたならば、審査をした上で交付決定を行います。この交

付決定をもって確定通知とみなすということにしております。 

 併せて、それぞれの事業主から支援金の請求をいただきましてから、それからですね、

速やかに指定された口座に支援金を振り込むという形で取り組みたいと考えているとこ

ろでございます。 

 なお、支援金の返還ということで、これは国・県も同様でありますけども、支援金を
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受けた方が虚偽又は不正な方法で交付を受けた場合は、その返還を命ずることができる

という規定を一文付けておるところでございます。 

 続きまして、中小企業新型コロナウイルス感染症対策特別利子補給要綱でございます

けども、これにつきましては、熊本県が金融円滑化特別資金の借り入れを行っておりま

すけれども、それに対しましては、熊本市と一部の自治体が利子補給の助成を決めてお

りますけれども、苓北町といたしましても、その分につきましてもですね、町として利

子補給を行うというようなことで、この要綱をつくったところでございます。 

 以下、目的対象はそれぞれ県の特別資金、県の金融円滑化特別資金の対象となった事

業者の方を対象といたします。 

 なお、補給期間につきましては、県の特別資金の融資を受けた日から５年間というこ

とで定めております。５年間についてはですね、毎年その利子補給を行っていきたいと

いうようなことで考えております。 

 申請につきましてもそれぞれ様式等を準備しておりまして、これもですね、これは借

り入れの期間が毎年１月１日から１２月３１日までとなっておりますので、適宜ですね、

毎年そういった形の利子補給を行ってまいりたいということで、事業を計画していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 はい、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 今いろいろと説明をいただきましたが、国が１兆円の支援金

というか、それを県に一応出しますよね。その中で、先日の新聞にも載っておりました

けども、各市町村に分配をして、苓北町はちょっと今日資料持って来てないんですけど、

４,０００万円ぐらいでしたかね、３,０００万円でしたかね、苓北町には来るというこ

とでしたけども、そのお金でこういうことをなさるのでしょうか。それとも、また町独

自で何て言うんですかね、支援をするということが各市町村でもやられているようです

けども、そのお考えはないのかどうかお聞きをいたします。 

 それとあるところでは、その大型工事を後回しにしてでも住民の方に支援をするとい

うことで、そういう報道も出ておりましたけども、苓北町はどうなっておりますか。そ

こら辺は考えていただいているのでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） 今回はですね、今回補正で提案をしたわけですけども、今、

第１次のこの臨時の交付金につきましては、苓北町はですね、一応配分額、交付の限度

額が約６,０００万円ということでまいっております。ただですね、ご承知のとおり、
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現在、コロナウイルスはですね、今後どのような状況になるかわかりませんので、町と

いたしましては、今後、第２弾あるいは第３弾というような形でですね、町民の方々へ

の支援をしていかなければならないものだと考えているところでございます。 

それに充てるその充当の財源ですけども、新聞紙上ではですね、この臨時交付金を充

てておられる自治体もあるし、財政調整基金を取り崩して充てるというような形になっ

ておりますけども、国からまいりましたマニュアルをみますと、そういった各自治体が

対処するそういった事業継続に対しての支援、こういったものはこの国の臨時交付金で

充当できるということになっておりますので、他の今財政調整基金あたりで充当されて

いる自治体も、今後この臨時交付金のほうに財源としては振り替えられるものだと思っ

ております。ただし、コロナウイルスがですね、このまま収束せずに拡大した場合には、

まだまだ相当のですね、影響が出てまいりますし、そのための支援も必要になろうかと

思います。そういった場合には、臨時交付金で全て賄いきることができればいいんです

けども、できない場合につきましては、苓北町といたしましても、やはり基金を活用し

たり、あるいは、これまでコロナウイルスの関係で事業等の中止をした部分もあります

ので、そういった事業費等の見直しも行ってですね、その分についてコロナウイルスの

対策費用に充当するということも、当然考えていかなければならないというふうに思っ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（錦戸俊春君） はい、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 今、副町長が事業等の見直しもやったということでおっしゃ

ってますけど、どういう関係の事業の見直しをされたのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（錦戸俊春君） はい、副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） 事業の見直しと言いますのは、これからになります。第２弾、

第３弾を出す場合には、そういった形になろうかと思います。既に今年予定をしており

ました行事等の中止を決めた事業等もありますので、そういったものにつきましては、

当然財源がですね、その分要らなくなりますので、そういった部分を充てるというよう

なことも考えられるかと思います。そういった意味で先程申し上げたわけでございます。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 国からの約６,０００万円の給付金ですが、これは今回の提案

は、ほんの一部でございます。どうしてかというと、まずは、なるだけ早く困っておら

れる方にお届けしようと、そして、あるいはまたこの今日の議会の中、あるいは協議会

の中でいろんな意見も出るかと思います。今後、コロナウイルスの感染が拡大していけ

ば、今提案している部分というのは全く足りないものになると思います。今後の成り行
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きの中で、第２次、第３次の補正も必要になってくる可能性もありますので、そのとき

には、やっぱり果敢にしっかりとした予算をつくっていかなければならないと。できれ

ば早く収束してほしいというのが本音でありますけれども、やっぱりしっかり対応して

いきたいと考えております。そういった意味で、皆さん方のご意見も拝聴した上で、今

後の対応策を模索をしていきたいと考えているところであります。 

○議長（錦戸俊春君） はい、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 長引くようであれば第２次、第３次ということで、今答弁い

ただきましたけども、今の時点でも結構ね、困っていらっしゃるところがあると思うん

ですよね。そこら辺へのやっぱり何ちゅうんですか、その国から１０万円ていうのが来

ましたけども、それに上乗せして、やっぱり町としても、今の時点で考えていく必要が

あるのじゃないかなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（錦戸俊春君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今回の提案をしている分についてもですね、まず事業を継続し

ていただこうと、これは国も県も考えることでありますが、町といたしましても、その

ことをしっかり念頭に置いて、予算をお願いをしているところでもあります。町の法人、

個人の給付金につきましては、３０％以上の減額がある方とか、法人には全員にですね、

それをお渡しできるように法人、事業者の個人事業者、ほかのところは、もう国がたく

さんやるから国のをもらったところにはもういいだろうというところもあります。ただ、

今後の成り行き次第でですね、これでは足りないということがある可能性もありますの

で、これは今後ですね、我々も状況を注視していきたいと考えておりますし、皆さん方

の、やっぱり町民の皆さん方の実態も見ていただいて、諸々ご指摘をいただければ、そ

の中で対応していけるものについては積極的に考えていきたいと考えております。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、野﨑幸洋君。 

○８番（野﨑幸洋君） 苓北町事業継続支援金の交付要綱のこの２条の部分ですけども、

交付対象者、これ国と県と両方あるわけですけども、国制定の場合は５０％の減、熊本

県は３０から４９％ということでさっき説明ありましたけども、これはよく読みますと、

もしくはとなっておりますので、国か県かどちらかという意味なのでしょうか。そこを

確認しておきます。 

 それと、先程町長の話の中で、売上等が３０％減のところは、苓北町の支援金として

法人に２０万円、個人に１０万円ということで、苓北町は３０％減ということで理解し

てよろしいのでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） ３０％から５０％以上減った方も、合わせてでございます。 
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○議長（錦戸俊春君） いいですか。 

○８番（野﨑幸洋君） その交付対象者、国と県のは。 

○町長（田嶋章二君） 県からももらってダブルででもいいんです。 

○８番（野﨑幸洋君） ダブルでいいんですか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、野﨑幸洋君。 

○８番（野﨑幸洋君） 国からももらって、県からももらって、町からももらえるとい

うことですか。 

○町長（田嶋章二君） という方も、いらっしゃるかもしれない。 

○議長（錦戸俊春君） 副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） 国の持続化交付金は５０％以上の事業主ですね。県は３０か

ら４９が県の対象になっております。町はその県の対象である３０から４９の方も、そ

れから国の対象の方の５０以上の方も全ての事業主にその分、町法人２０万円、個人１

０万円ということで対象としたいと思っております。 

○議長（錦戸俊春君） 野﨑幸洋君。 

○８番（野﨑幸洋君） はい。それじゃあ国のほうは５０％ということですので、国以

外で要するに売上が落ちた３０から４９％の人は県、県と町は一緒にもらえるというこ

とですね。はい、それは理解しました。 

 それとですね、聞くところによると、熊本県は飲食店に対してですね、営業時間の短

縮の要請はしたけども、休業要請はしていないとの理由で、休業要請協力金の一律１０

万円は、熊本県は出さないということで話を聞いたんですけども、その辺は本当の話な

んでしょうか。把握されていますか、お尋ねをいたします。 

 それとですね、資金繰りの支援についてですけども、先程利子補給、これが５年間利

子補給をしていただけるということで、この要綱に載っておりますけども、以前も利子

補給をしていただいた経緯がありますけども、前回は何年だったのか。５年だったのか、

３年だったのか。その辺の年数をお伺いをいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 副町長。 

○副町長（山﨑秀典君） まず、県の休業協力要請協力金ですね、これですけれども、

これにつきましては、私たちも今県の状況を把握しておりますけれども、休業要請等の

期間で４月２２日から５月６日までの全てに渡って休業した休業要請等の対象施設を運

営する中小企業者であり、かつ、申請要件を満たす方に一律１０万円をお支払いすると

いうような形で協力金を出すというような形の文書を、こちらのほうでも把握をしてお

ります。申請書がありまして、それから誓約書がございまして、その中に要件等が書い

てあるわけですけれども、休業要請等の期間ですね、全てに渡って休業したことという

ようなことがありまして、ただし書きの中で、仕入れ先等関係者との調整、従業員の配
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置調整、その他正当な理由により同期間の全てに渡って休業することが困難であった者

については、遅くとも令和２年４月２５日から休業を開始し、同年５月６日まで全て休

業した場合に限り、交付対象とするというようになっているようでございます。 

○８番（野﨑幸洋君） もう１つの質問の件は。 

○議長（錦戸俊春君） 利子補給の。 

 はい、商工観光課長。 

○商工観光課長（西川文孝君） 利子補給につきましては、現在、中小企業のですね、

創業支援の部分で利子補給が３年間ということになっております。今回ですね、新型コ

ロナのこの利子補給につきましては、５年間ということで取り扱いをしたいというふう

に考えております。 

○議長（錦戸俊春君） はい、野﨑幸洋君、もう１回どうぞ。 

○８番（野﨑幸洋君） 確認の意味でよかですか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、どうぞ。 

○８番（野﨑幸洋君） はい。今の利子補給の件は、３年から今回５年に延ばしていた

だいたということで、コロナに関しては新たな取り組みということで承知したいと思い

ます。 

 それと先程の休業要請の件ですけども、これは一番今回打撃を受けて、一番て言った

らどうかわかりませんけども、飲食業というのはすごく今回ですね、打撃を受けられて、

収入がほぼ、ほぼと言いますか、相当に減になっている店舗が多いわけですけども、そ

ういったところが、県が休めては言ってないので出さないという、まあそういう言い方

もあるんでしょうけども、一生懸命そのコロナを蔓延させない、そしてこれだけの国民

がですね、自主的に休んでいるときにということで、飲食店もその協力で時間短縮をや

られたわけですけども、その辺はですね、やっぱり県も言い方を変えればちょっと冷た

いなという気がするわけですけども。ですから、その辺はですね、一律１０万円とは言

いませんけども、そういった時間短縮をされた飲食店にあたってはですね、何らかの形

の要請をですね、町のほうからとしてもしていただければという気持ちがあるわけです

けども、その辺を再度お願いしておきます。 

 今後ですね、県にそういう話ができるようであればですね、町長のほうからぜひ要請

をお願いしたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、私が、この町内で本当に県の要請に全面的にご協力なさ

った方がいらっしゃるかどうか、まだ把握、担当は把握してる？協力しているところは

なかでしょう。ぼくのあれではないんですよ。だから、そういった意味でも。しかし、

コロナにかかっちゃいけないということで、お客さんが激減しているのはもう間違いあ
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りませんので、その辺のところで、今後、持続化をしていただかなければなりませんが、

まずはとにかく早くお届けして、これをやった上で今後の成り行きを見ながらですね、

適正な２次補正を組んでいきたいと考えているところであります。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、山口利生君。 

○１番（山口利生君） 臨時交付金の件で、今現在考えられている事業支援とか、利子

補給等の予算、学校関係のマスクの購入予算とかいうのは、今回の補正であがっており

ますが、非常に飲食店等についても歓送迎会とかでコロナウイルスで全てキャンセル、

また、密のところの関係でなかなか昼食も食べに行かれない人が多いということで、町

内の皆さんも非常に困難な状況に追い込まれているかと思います。そういう意味では、

町内向けのですね、景気対策ということで商品券、消費税関係の上がったときはプレミ

アム商品券、低所得者向けだったんですが、なかなか買い手がいないということで、相

当な減をされましたけれども、今回、１人頭１０万円の定額給付金ということで７億円

ものお金が町民に一応行き渡っていくということが１つあります。ということで、熊本

市のほうも２割のプレミアム商品券を発行すると。また、ほかの町村では５,０００円

の商品券を全町民に配付というようなことも新聞報道で出ておりますので、ぜひ苓北町

においてもですね、私は、プレミアム商品券２割を付けて全世帯、１人頭予算の限りを

もってですね、できるだけ多数商品券を発行して、町内に使っていただくような政策が

取れないかというふうに考えております。新聞では、今月中に事業計画を市町村から取

って、６月には一応決定をすると。全７,０００億円と書いてありましたけれども、ぜ

ひそのような景気対策も含めてですね、町として、町の活性化に努められるような政策

をまた今度追加補正等を考えるときにですね、ぜひ検討をお願いいたしたいと思います。 

これは要望です。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） これは今度一般の方、全町民の方にですね、通じることだと思

います。ただし、前回のときは、１枚の金額が大き過ぎて、非常に利便性が低かったと。

だから、今度は例えば３,０００円とか、５,０００円とか、２,０００円とか、そうい

う券を出して、町内で消費をしていただこうという素案は今持っております。これをし

っかりたたきまして、次回の補正にも出していきたいと考えております。 

○１番（山口利生君） よろしくお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） はい、松本良人君。 

○５番（松本良人君） 先程の専決のほうでも聞こうかなと思いよったですけれども、

副町長のほうからあとで一般会計のほうに出るからということでございましたので、ま

あどっちでも聞いて、この直接関係するものではございませんですので、今この場でで
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すね、尋ねて聞きますけれども。給付金の種類はいろいろ今まで聞きましたけれども、

実は、一番私かわいそうだなと思うのがですね、大学生の方なんですよ。それで小学生、

中学生、高校までですね、夢を抱いて一生懸命勉強して希望する大学に入って、親も奨

学金で授業料払うから、あとはそのアルバイトでもして学校出るからということで夢を

抱かれた方がですね、今回のことでもう辞めざるを得ないというような立場に立ってい

る方が、１３人に１人というようなこの前の報道でございましたけれども、今はそれ以

上じゃなかろうかと思います。苓北町でですね、ここ町出身の方がどのくらいぐらいの

大学においでになるか。また、そういった方でですね、一生懸命困っている方がどのく

らいぐらいおいでになるか。これ調査はされたか。あるいは、今後ですね、その大学生

の方々に、手厚い私は支援をせないかんとじゃなかろうかなと思います。そこら辺をど

うおつもりになるのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（錦戸俊春君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今のご質問、今相当大きな課題になっているところであります。

そういった意味で国も１０万円とか２０万円とか、今検討をなさっているようでありま

す。それと併せて、今回の１０万円のことを忘れられておられるんじゃないかなと。ち

ょっとその報道がないんですね。１０万円、全国民に配って、それもその学生の方たち

にも行くわけですから、それと併せた中でどうなるか。国が２０万円あとプラスして配

るのか。その中で苓北町まだこれから調査いたしますが、調査した中でですね、どのく

らいすればいいのか、５万円なのか、３万円なのか。その辺のところ調査の中でですね、

足りない方たちには学業を続けていただけるように、これも事業と一緒ですから、事業

継続化、学業継続化という意味でですね、しっかり調査をまずして、その中でご支援し

なければならない部分がありましたならば、しっかり考えていきたいと思っております。 

○議長（錦戸俊春君） 松本良人君。 

○５番（松本良人君） いろいろ報道番組なんかを見てみますと、もう即時に退学をせ

なんどうもならんと。もう１日に食費を１００円か２００円ぐらいで抑えて、要するに、

今までアルバイトしとった分が、全然ゼロになっとるわけですからね。もう帰らざるを

得ない、辞めざるを得ない。あるいは、もう就職活動をせないかんという方が、その大

学生の中でおいでになるということですね。そういったことでございますので、私は、

その１０万円は１０万円でいいと思いますよ。１０万円は、私たちのような給料取りで

ここでも議会に出て、月に何十万円ももろとる。家でも百姓しよるとかいうても１０万

円ですが。大学生の方は、もう全てもうゼロの方がもう幾らもない、なかって。もう一

秒一刻を争うのが、私は、その学生さんじゃなかろうかなと思いますね。それでできれ

ば早急にですね、父兄さんあたりに聞くとか、学校関係に聞かせていただいて、あんま

りそうたいして人間はおらんと思うとですよ。ただ、田舎から出とるもんですから、や
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っぱりご父兄の方はあまり裕福じゃなかっても、子どもがそがしこすっとなら、おまえ

学校に行って頑張れという形で出された方がですたい、途中でもう辞めざるを得ないと

いうのは、まさにやっぱりかわいそうと思います。早急にですね、私、明日でも今の１

０万円、給付金を我々がもらうようになりますけれども、同等のスピードをもってです

ね、私はその方たちに連絡もして、とりあえず退学はすんなと。どがんかせんばいかん

やっかっというような通知でも出していただくような、やっぱり手だてをですね、早め

にできて、出していただければなというのが希望ですけれども。 

○議長（錦戸俊春君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） これは早急に調査をいたしまして、どういう形でやるかですね、

検討をしてみたいと思っております。 

○５番（松本良人君） 終わります。 

○議長（錦戸俊春君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、倉田明君。 

○１０番（倉田 明君） １点、教育関係についてお尋ねをいたします。 

 先程説明もありましたように、ご承知のとおり、３月２日から学校のほうも臨時休校

ということで、非常に関係各位、保護者の方、また児童・生徒の方、また学校関係者の

方、町当局も非常にこう困惑されているところでございますが、給食関係の違約金とし

て、いわゆる現年度と過年度分が３０万８,０００円計上してあります。ちょっとこれ

あとで話が全協でもあるのかどうかわかりませんけども、もしお答えできればその範囲

で結構なんですけども、一応、５月３１日までということで伺っておりますが、６月１

日からされるのかされないか、その辺も含めましてですけども、ちょっと話が拡大する

んですけども、授業等の遅れのことも非常にですね、いろんな議論を呼んでおりますが、

全協でもその話があれば、もうあえてここでお答えされなくても結構ですが、その辺、

簡単に見通しだけでも結構です。これ文部省の考え、また県の教育委員会、また町の教

育関係等でもですね、委員会等でもいろいろと議論されておると思うんですけども、そ

の点、何かまとめて簡単にでも結構ですけども、簡単にというと語弊ありますけども、

わかっている範囲でちょっとお示しいただければと思っております。 

○議長（錦戸俊春君） 教育長。 

○教育長（濵﨑敏和君） 失礼いたします。まず、今後の見通しでございますけれども、

新の通知文でいきますと、１８日から３１日までの授業のみを前倒して可ということ

で、これは一昨日出された分でございます。授業のみでございます。学校行事、それか

ら授業の中でも体育、それから音楽、家庭科の調理実習、これはしないと。６月１日か

らといってもかなりの制約が入ってきますけども、本町の場合ですと、２５日から給食

を提供いたします。この中でも３密を徹底的に避けるという形ですので、時間差の登校、
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それから、学校の中で教室を分けての授業、そういう工夫をやりながらやっていきたい

というふうに思っております。１８日から可能ということでございますけども、実は、

５月の２０日から動きますよというのを、５月の７日の時点で私ども確認をしておりま

す、町内のほうで。と言いますのは、５月の６日で連休が終わります。潜伏期間が２週

間とみて５月の２０日水曜日でございます。そこからは、学校規模に応じて一斉登校、

それから志岐小においては３日間にわたって地区別の分散登校、苓北中学校は学年別の

分散登校という形で、２０日から始めていきたいというふうに考えております。ただ、

これまでの登校日、それぞれの学校と一斉登校その他を組んできたわけですけれども、

この中に授業日数は含まれません。休業中の登校でございますので、ですから欠席して

も欠席には入らない。出席しても授業日数には入らないという形ですので、日数的には

かなりきつい面がございますけども、登校日の中で課題チェック、それから家庭訪問等

もやりながらの教育相談をやってきたところでございます。この後どうやって回復して

いくかというのは、また、夏休みその他についての期間というのもあると思いますので、

これについては、また具体的にはこの後決めていきたいなと、現在のところそういう状

況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（錦戸俊春君） 倉田明君。 

○１０番（倉田 明君） 非常にですね、今教育長の答弁にもありましたように、非常

にこのいつ収束するかわからない現状下でもあります。そういった中でですね、いろん

な児童・生徒の登校を慣れさせるといいましょうか、そういう観点からできるだけです

ね、いろんな方法を含めながら対応して、いろいろと知恵を絞りながらですね、今後い

ただければと思っております。 

 終わります。 

○議長（錦戸俊春君） はい、髙戸幸雄君。 

○４番（髙戸幸雄君） 倉田議員とダブるのかなと思っておりましたけど、少しだけ違

うことを述べたいと思います。実は、２０ページに学校臨時休業違約金ということで、

説明の中でパンと牛乳が違約金として計上されているようでございます。ご案内のとお

り、一般の食材については、町内の納入業者、商店の人たちが一生懸命になって苦労し

ながら、新鮮な野菜等を供給していらっしゃるわけでございますけれども、今回は幸い

というか、この違約金対象にはならなかったようでございますけれども、今後、小中学

校の再開に伴いますと、当然のごとく給食も再開されるものだと思っております。やは

りですね、各家庭においては、この休業中に一番大きな点については、本当給食があっ

てよかったなというのが率直な保護者の考え方ではなかろうかと思います。一日も早く

学校給食が平常に戻ることを願うとともにですね、こういったこと言ってどうかと思い
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ますけど、また、こう第２次が出たときに、給食もストップということがなったときに

はですね、その納入業者の方々に対してもあたたかいご配慮をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（錦戸俊春君） 答弁は。 

○４番（髙戸幸雄君） 答弁は、よございます。 

○議長（錦戸俊春君） はい。ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

議案第３８号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号、令和２年度苓北町一般会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第３９号 令和２年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１６、議案第３９号、令和２年度苓北町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

健康増進室長。 

○健康増進室長（田尻康彦君） 議案第３９号、令和２年度苓北町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）（案）の内容について、ご説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１０億４,０３４万６,０００円とするものでございます。 

 今回の補正の理由は、先程ご審議いただきました、苓北町国民健康保険条例の一部を

改正する条例の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等への傷病手当金の給付

に要する費用を増額補正するものでございます。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、款５県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金、節２特

別交付金の１００万円の増額は、傷病手当金の財源は特別調整交付金分で措置をされま
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すので、必要事業費の１００％を計上をいたしております。 

 次に、歳出でございます。 

７ページをお開きください。 

款２保険給付費、項６傷病手当金、目１傷病手当金、節１９負担金補助及び交付金

は、傷病手当金１００万円の増額補正でございます。なお、就業できなかったことによ

ります傷病手当金は、報酬日額の３分の２が対象となりますので、対象額を５,０００

円として、５人×４０日分で積算し計上をいたしております。 

以上が、令和２年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の内容でござい

ます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（錦戸俊春君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 討論なしと認めます。 

議案第３９号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号、令和２年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 報告第１号 議員定数等調査特別委員会調査中間報告について（委員長

報告） 

○議長（錦戸俊春君） 日程第１７、報告第１号、議員定数等調査特別委員会に付託中

の苓北町議会における議員定数に関する事項及び苓北町議会における議会報酬に関する

事項に係る議員定数等調査特別委員会調査中間報告（委員長報告）についてを議題とし

ます。 

 委員長から苓北町議会における議員定数に関する事項及び苓北町議会における議員報

酬に関する事項について、中間報告をしたいとの申し出があっております。 

本件は、申し出のとおり、報告を受けることとしたいと思います。ご異議ありません

か。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（錦戸俊春君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員定数等調査特別委員会調査中間報告を受けることに決定しました。 

 委員長の発言を許します。 

倉田明委員長。 

○議員定数等調査特別委員会委員長（倉田 明君） それでは、町村議会会議規則第４

７条に基づき、中間報告をさせていただきます。 

 なお、内容につきましては、掻い摘んで報告させていただきますのでよろしくお願い

をいたします。 

 議員定数等調査特別委員会中間報告。 

 令和２年４月２２日提出。 

議員定数等調査特別委員会。 

 本特別委員会は、第１８期苓北町議会（次期改選：令和５年１月の予定）における議

員定数及び議員報酬に関する事項について、調査研究を行うことを目的に、議長を除く

議員１１名で構成することとし、平成３１年３月１５日に設置が本会議で決議されまし

た。 

 これまで議員定数及び議員報酬について、協議検討を行い、適宜、議会だより「きず

な」にて、その概要をお知らせしてきましたが、今回、次のとおり中間報告としてまと

めました。 

 また、表紙にありますように、本特別委員会の調査経過として、令和元年６月１３日、

議場で、令和元年９月１３日、同じく議場で、令和元年１２月１７日、委員会室でそれ

ぞれ開催し、令和元年１１月１２日から令和元年１１月２８日まで現職議員による議員

定数と議員報酬について、議員による意向調査を実施いたしました。 

 なお、結論の時期としては、本特別委員会として設定した「令和３年３月」を期限に、

終的な議員定数案、並びに議員報酬案を決定させていただきたい旨を付記させていた

だいております。 

 １、議員定数の推移。 

 地方自治体の議会の議員定数については、長らく地方自治法第９１条で人口に応じた

上限が規定され、その上限の範囲内で条例により定めることとされておりました。 

 平成２３年の地方自治法の一部改正により、地方自治体の自由度の拡大を図るための

措置として、議員定数の法定上限の撤廃が行われました。 

 従来、議員定数のあり方は、法定上限数を一つの根拠として議論されており、定数を

削減する理由は、行財政改革の視点から議員削減が行われてきております。 

 ここに議員定数推移表を表－１、県下町村議員数（抜粋）を表－２に示しております。 
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 表－１は、苓北町議会議員定数の推移表、それぞれ年度が昭和３１年から平成２３年

まで各年度の人口、また議員定数等が記載されております。 

表－２は、熊本県下町村議員数（抜粋）（平成３０年７月１日現在）の苓北町をはじ

め、７町村議会等を記載しております。 

 次に、２、議員の役割についてでございますが、現在、地方議会は、地方自治体の意

思決定における責任や執行部に対する監視機能といった点において、その責任の重さや

機能がますます大きくなってきていることは申し上げるまでもありません。 

苓北町議会としては、議会だより「きずな」の発行、常任委員会・特別委員会による

執行部に対する政策提言、町ホームページへの一般質問音声配信・会議録の登載、全員

協議会の開催など様々な議会活性化に取り組み、議会機能の充実を継続的に図っており

ます。 

ここに、平成３１年令和元年の議会の状況を下表－３、４、５に示しております。 

表－３は、平成３１年・令和元年苓北町議会定例会及び臨時会開催日数等で、第１回

臨時会から第８回定例会までの会期及び一般質問者数、また傍聴者人数等を記載してお

ります。 

次に、表－４は、平成３１年・令和元年の常任委員会・特別委員会及び全員協議会日

数表でございます。 

表－５は、平成３１年・令和元年市町村定例会日数等の表でございます。苓北町、氷

川町、美里町、天草市、この苓北、氷川、美里は１郡１町の町ということで記載し、天

草市は近隣ということで掲載させていただきました。なお、市町村名（ ）の数字は議

員数、傍聴人（ ）の数字は、児童並びに生徒数で、その内数でございます。 

３、議員報酬。 

本特別委員会は、議員一般選挙が無投票だった現実に触れ、議員定数と議員報酬は極

めて関係性が密接なことから、比較により研究を深めました。 

引き続き、調査及び研究を行うことといたしております。 

町村議会議員報酬比較表を表－６に示しております。 

月額平均比較表、これは平成３０年７月１日現在で、単位は円でございます。それぞ

れ議長、副議長、議員、またその報酬額と全国、九州、熊本、それと苓北町を記載して

おります。 

４、中間報告。 

活発な意見が出される中で、現職議員による議員定数と議員報酬の意向調査も行いま

した。以上のような経過から、引き続き、本特別委員会として調査研究をしていくこと

となっております。 

なお、本特別委員会の意向調査を含め、出された意見の概要は次のとおりです。 
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議員定数について出された意見。 

１つに、２,０００人規模の町村でも議員定数は１０人であり、町民の意見を行政に

反映させるためには、適正な議員数は必要であり、むやみに議員定数の削減をするべき

ではない。１つに、議員定数の削減は必ずしも議会活性化にはつながらない。１つに、

県内の類似町村（人口５,０００人から８,０００人）の議員定数は１０人である。苓北

町の人口が今後７,０００人を割り込むこととなれば、議員定数の削減が必要ではない

か。１つに、先の町議会選挙で定数１２人に対し１２人の立候補しかなく、「投票権の

行使」ができなかったとも聞く。議員定数の削減が必要ではないか。１つに、県下で近

く議員定数を改正した町村議会を視察してはどうか。１つに、町区長会等との意見交換

会を開催してはどうか。 

次に、議員報酬について出された意見。 

１つに、議員報酬については、九州・熊本・全国平均の月額と比較しても、据え置い

てもいいのではないか。１つに、議員報酬を改定することによって、若い世代や女性な

ど様々な分野、世代から立候補しやすい環境をつくるべきであるなどのご意見がありま

した。 

次に、参考としまして、苓北町の人口、世帯数及び高齢化率の推移、これは平成２３

年１２月末日から令和２年３月末日まで、それぞれ掲載されております。ご覧のように、

近年、人口、世帯数は減少傾向であり、併せて高齢化率も高くなっております。 

続いて、町村議会における議員定数の偶数・奇数議会数調書。平成３０年７月１日現

在です。全国・九州・熊本それぞれの議会状況であります。ご覧のように、全体的に定

数は偶数、現員も偶数が多いようであります。 

後に、第１８期苓北町議会議員定数と議員報酬の意向調査集計表でございます。 

表の第１８期における苓北町の議員定数１２人は、多い、定数１０に４人、多い、定

数１１に１人、適当は６人、少ないほうが良いは１人となっております。もとい、少な

い、多いほうがよい。いわゆる、議員の数が少ないのでもっと多くしていいんじゃない

かというご意見だと理解しております。 

次に、苓北町議員報酬月額でございますが、一番上段、議長、副議長、委員長、議員、

これは現状でございます。適当は７人、多いは１人、それぞれ少ない、少ない、少ない、

少ないというそれぞれの方が４人となっております。 

今後については、現職議員の意向調査でご意見がありましたように、 近県内で議員

定数を改正された町村議会の視察、また苓北町区長会との意見交換会など実施の方向で

検討していきたいと考えております。 

なお、苓北町区長会との意見交換会を５月開催で双方で調整いたしておりましたが、

新型コロナウイルス等の関係で延期しております。今後、感染状況等を考慮しながら対
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応する必要がありますが、現段階では、区長会のご意向等も踏まえ、７月中旬を目途に

調整しております。何卒ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

以上、中間報告とさせていただきます。 

○議長（錦戸俊春君） 報告が終わりました。 

 議会運営に関する申し合わせにより、質疑を省略します。 

 これで、報告第１号、議員定数等調査特別委員会調査中間報告について、委員長報告

を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（錦戸俊春君） ここで、野田謙二君から、令和２年第３回苓北町議会定例会の

自身の一般質問についての発言中に不適切な部分があったため、訂正したい旨の申し出

があっています。 

 ここで、これを許します。 

 野田謙二君、登壇してください。 

○２番（野田謙二君） 私は、令和２年の第３回苓北町議会定例会において、「以前、

苓北町旅館組合ではホテル誘致には反対との声を聞いたことがあります。今現在の苓北

町旅館組合の意見がどうなのかは私が個人的には存じませんが」との発言をいたしまし

た。後日発行した議会だより「きずな」の私の当該議員が自ら執筆することになってい

る一般質問の欄に、「苓北町旅館組合でホテルの新規加入には反対と聞いたことがある」

との掲載をいたしました。これが結果といたしまして、苓北町旅館組合の公式見解とも

受け止められるようなことになってしまったこと。また、このような安易な噂話を前提

に申し上げたことは大いに反省すべきことだと思っております。ここで、この旅館組合

に関する発言を訂正し、お詫びいたします。 

 すみません、よろしくお願いします。 

○議長（錦戸俊春君） 野田議員による自身の発言の訂正が終わりました。 

 議員は、会議規則第６４条の規定により、その会期中に限り発言を取り消し又は訂正

することができることとされています。今回、その会期が終了しているので、その会議

録について訂正はできませんが、この会議において、先の会議でのこの部分について訂

正したい旨の当該議員の発言を今回の会議録に残すこととし、併せて、次回の議会だよ

りに訂正記事を掲載する運用とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（錦戸俊春君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

令和２年第４回苓北町議会臨時会を閉会します。 

どなた様も大変お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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閉会 午後２時５３分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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